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Ⅰ　こども女性相談センターの概要
(令和４年４月１日現在)

１　沿革
(1)　児童相談部門

23 ． 5 ． 3 徳島県児童相談所設置(事務所:養護施設　阿波国慈恵院内）

徳島県児童寮設置(教護院　徳島学院内)

23 . 8 . 23 徳島市新蔵町３丁目　徳島保健所内に事務所移転

24 . 5 . 10 同地に庁舎新築　児童相談所及び児童寮とも移転

31 . 11 . 1 児童寮を児童相談所に吸収合併

4 . 11 . 22 徳島市昭和町５丁目に新庁舎竣工により事務所移転

17 . 4 . 1

18 . 4 . 1

21 . 4 . 1

22 . 4 . 1

(2)　女性支援部門

31 . 5 . 24 売春防止法公布

32 . 4 . 1 売春防止法の総則及び保護厚生関係規定施行

32 . 7 . 1

33 . 2 . 15 庁舎増改築工事竣工

33 . 3 . 30 一時保護所及び婦人保護施設の業務開始

37 . 5 . 1

39 . 3 . 21 婦人保護施設しらぎく寮の設置及び管理に関する条例を制定

14 . 4 . 1

16 . 4 . 1 庁舎移転

21 . 4 . 1

22 . 4 . 1

28 . 7 . 1

組織改革に伴い，「徳島県女性支援センター」と名称変更し，配偶者

暴力相談支援センターとしての機能を担う。

年 月 日 事 項

昭和

平成

中央児童相談所と南部児童相談所(南部総合県民局　保健福祉環境

部　児童相談担当）の二所に分割

中央児童相談所と南部児童相談所(南部総合県民局　保健福祉環境

部 児童相談担当）及び西部児童相談所(西部総合県民局 保健福

祉環境部　児童相談担当)の三所に分割

中央児童相談所と女性支援センターが組織改正で統合され，「こども

女性相談センター」として発足。総務課，児童相談課，判定課，女性

支援課の４課体制となる。

南部・西部児童相談所にそれぞれ「女性支援センター」が設置され，

中央・南部・西部こども女性相談センターに名称が変更された。

年 月 日

女性支援センターと中央児童相談所が組織改正で統合され，こども

女性相談センター女性支援課として発足

南部・西部児童相談所にそれぞれ「女性支援センター」が設置され，

中央・南部・西部こども女性相談センターに名称が変更された。

性暴力被害者支援センター（よりそいの樹とくしま・中央・南部・西部）

を開設

事 項

昭和

平成

徳島県立愛生園の敷地と建物の移管を受け，婦人相談所を設置

徳島県婦人相談所設置規則一部改正，婦人保護施設の名称を「しら

ぎく寮」と改める。

3



２　管内状況等

〒７７０－０９４２ 〒７７４－００１１ 〒７７７－０００５

徳島市昭和町５丁目５－１ 阿南市領家町野神３１９

０８８－６２２－２２０５ ０８８４－２２－７１３０ ０８８３－５３－３１１０

０８８－６２２－０５３４ ０８８４－２２－６４０４ ０８８３－５３－９１１０

阿南市 美馬市・三好市

那賀郡（那賀町） 美馬郡（つるぎ町）

勝浦郡（勝浦町・上勝町） 三好郡（東みよし町）

名東郡（佐那河内村）

名西郡（石井町・神山町）

注） 人      口 ： 令和３年４月１日現在の推計人口（県統計データ課調）

児童人口： 令和３年４月１日現在の１８歳未満人口（県統計データ課調）

面      積 ： 令和３年１０月１日（国土地理院調）

区 分
中 央 こ ど も 女 性
相 談 セ ン タ ー

南 部 こ ど も 女 性
相 談 セ ン タ ー

西 部 こ ど も 女 性
相 談 セ ン タ ー

所 在 地

電 話

フ ァ ク シ ミ リ

管 轄 区 域

（ 合 計 ）

８市８郡

（１５町１村）

人 口

（合計714,606人）

児 童 人 口

（合計94,039人）

面 積

(29.9%)(合計4,146.99㎢）

(南部総合県民局阿南庁舎内)

美馬市穴吹町穴吹字明連２３

(西部総合県民局美馬保健所庁舎内)

徳島市・鳴門市・小松島
市・吉野川市・阿波市

海部郡（牟岐町・美波町・
海陽町）

５市４郡（９町１村）

548,494人

(76.7%)

(36.2%)

２市２郡（２町）

72,012人

(10.1%)

8,500人

(9.0%)

1,405.88㎢

(33.9%)

１市２郡（４町）

94,100人

板野郡（松茂町・北島町・

藍住町・板野町・上板町）

(13.5%)

1,499.26㎢

(13.2%)

12,651人72,888人

(77.5%)

1,241.85㎢

4
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３　組織及び職員構成 (令和4年4月1日現在）

(1)　中央こども女性相談センター

(２)　南部こども女性相談センター

(３)　西部こども女性相談センター

(注)＜　＞は所属外兼務職員、  ○は非常勤職員の人数を示す。

家庭相談員 ③
虐待対応協力員 ①
里親支援専門員 ①

一般職員１４名・非常勤職員８名　計２２名

所　　長
（保健福祉環境
部副部長兼務）

児童相談担当

（美馬保健所
次長兼務）

女性支援相談員 ①

嘱託弁護士 ①
①

女性支援担当

課長補佐 主査兼係長

女性支援担当

④

①

女性支援相談員

①

②

①

精神科医

嘱託弁護士

生活指導員

係　長 

<1>

児童心理司

嘱託看護師
③

産婦人科医

2

精神科医

主査兼係長 児童心理司

一般職員４８名・兼務職員１名・非常勤職員等４９名　計９８名　（研修生２名除く）

一般職員１５名・非常勤職員９名　計２４名

②
②

虐待対応市町村支援専門員

①

次　　長

児童福祉司等

⑭

嘱託弁護士 ②

①

精神科医
（虐待対応

担当）

次　　長

課　長

所　　長

副所長

4

保健師

児童福祉司等

児童相談担当

課　長
次　長

所　　長

課長補佐

女性支援担当
（阿南保健所
次長兼務）

児童相談担当

課長補佐

（保健福祉環境
部副部長兼務）

課　長

課長補佐

判定治療担当

家庭相談員
児童指導員
生活指導員

児童福祉司等

主査兼係長２

小児科医

総務・保護担当

課長補佐3

内科医

虐待対応市町村支援専門員

精神科医 ①

精神科医

里親支援専門員

②

課　長

課　長 係　長

課長補佐
保健師 1

1

5
児童心理司

主査兼係長

虐待対応協力員

女性支援相談員

2

整形外科医

事　務

事　務
指導員等

2

家庭相談員

①

①

②

①

①

①

主任専門員

①

①

③

精神科医

1
４

主査兼係長

係　長3
保健師 1

⑨

主査兼係長

虐待対応協力員

7

14

事務員

6



Ⅱ　児童相談部門の概要
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Ⅱ　児童相談部門の概要
　1　業務の内容

児童相談所は，児童福祉法第１２条に基づき設置された児童福祉行政の専門機関

で，主として次の業務を行っています。

(1) 子どもに関する家庭その他からの相談のうち，専門的な知識及び技術を必要と

するものに応ずること。

(2) 子ども及びその家庭について，必要な調査並びに医学的，心理学的，教育学

的，社会学的び精神保健上の判定を行うこと。

(4) 　子どもの一時保護が必要と認められる場合には，一時保護を行うこと。

(7) 市町村の業務（児童福祉法第10条第1項に規定。児童等の福祉に関し，必要な実

情の把握に努めたり，家庭その他からの相談に応じ必要な調査及び指導を行うこ

と等）の実施に関し，市町村相互間の連絡調整，市町村に対する情報の提供その

他必要な援助を行うこと及びこれらに付随する業務を行うこと。

(3) 子ども及びその保護者等に対し，調査又は判定に基づいて心理又は子どもの健

康及び心身の発達に関する専門的な知識及び技術を必要とする指導その他必要な

指導を行うこと。

(8) 里親に関する普及啓発を行うこと。また，里親について，その相談に応じ，必

要な情報の提供，助言，研修その他の援助を行うこと。

(9) 子どもを養子とする養子縁組に関する者について，その相談に応じ，必要な情

報の提供，助言その他の指導を行うこと。

(10) 子ども及び妊産婦の福祉に関し，広域的な対応が必要な業務並びに家庭その他

につき専門的な知識及び技術を必要とする支援を行うこと。

(6) 必要に応じて，子どもを児童福祉施設に入所させ，又は里親等に委託して，そ

の福祉を図ること。

(5) 子どもの権利の保護の観点から，一時保護の解除後の家庭その他環境の調整，

当該子どもの状況の把握その他の措置により当該児童の安全を確保すること。

9



　２　相談の内容とすすめ方
　（１）　相談の種類と内容

肢体不自由児，運動発達の遅れに関する相談

盲（弱視を含む），ろう（難聴を含む）等視聴覚障がい児に関する相談

知的障がい児に関する相談

進学適性，職業適性，学業不振等に関する相談

家庭内における幼児の育児・しつけ，子どもの性教育，遊び等に関する相談

上記のいずれにも該当しない相談

自閉症，アスペルガー症候群，その他広汎性発達障がい，学習障がい，注意
欠陥多動性障がい等の子どもに関する相談

そ の 他 の 相 談

育
　
成
　
相
　
談

性 格 行 動 相 談

子どもの人格の発達上問題となる反抗，友達と遊べない，落ち着きがない，内

気，緘黙，不活発，家庭内暴力，生活習慣の著しい逸脱等性格もしくは行動

上の問題を有する子どもに関する相談

不 登 校 相 談
学校及び幼稚園並びに保育所に在籍中で，登校（園）していない状態にある

児童に関する相談

適 性 相 談

し つ け 相 談

非
　
行
　
相
　
談

ぐ犯行為等相談

虚言癖，浪費癖，家出，浮浪，乱暴，性的逸脱等のぐ犯行為若しくは飲酒，

喫煙等の問題行動のある子ども，警察署からぐ犯少年として通告のあった子

ども，又は触法行為があったと思料されても警察署から児童福祉法第２５条に

よる通告のない子どもに関する相談

触法行為等相談
触法行為があったとして警察署から児童福祉法第２５条による通告のあった

子ども，犯罪少年に関して家庭裁判所から送致のあった子どもに関する相談

相　談　種　類 内　　　　　　　　　　　　　容

未熟児，虚弱児，ツベルクリン反応陽転児，内部機能障がい，小児喘息その

他の疾患(精神疾患を含む。)を有する子どもに関する相談
保　健　相　談

障
　
が
　
い
　
相
　
談

父又は母等保護者の家出，失踪，死亡，離婚，入院，稼働及び服役等による

養育困難児，迷子，親権を喪失・停止した親の子，後見人を持たない児童等

環境的問題を有する子ども，養子縁組に関する相談

児童虐待の防止等に関する法律の第２条に規定する
次の行為に関する相談
　①身体的虐待：生命・健康に危険のある身体的な暴行
　②性的虐待：性交，性的暴行，性的行為の強要
　③心理的虐待：暴言や差別など心理的外傷を与える行為，児童が同居する
　　　　　　　　　　　家庭における配偶者，家族に対する暴力
　④保護の怠慢・拒否（ネグレクト）：保護の怠慢や拒否により健康状態や安
　　　　　　　　　　　全を損なう行為及び棄児

児童虐待相談

その他の相談

養
　
護
　
相
　
談

肢体不自由相談

視聴覚障がい相談

言語発達障がい等
相　　　　　談

構音障がい，吃音，失語等音声や言語の機能障がいを有する子ども，言語発

達遅滞を有する子ども等に関する相談

重症心身障がい相談 重症心身障がい児（者）に関する相談

知的障がい相談

発達障がい相談
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（２）　相談援助活動の体系・展開

（結果報告，方針の再検討）

(12②） 保護･観察･指導（33）

（２７⑥）

(子ども・保護者・関係機関等への継続的援助)

(受理，判定，援助方針会議)

（３）　援助の内容

１回ないし数回の助言，指示，説得，承認，情報提供等による指導を行うこと。

面
接
指
導

12

家

庭

裁

判

所

そ

の

他

・面接受付
・電話受付
・文書受付

助 言 指 導

継 続 指 導

他 機 関 あ っ せ ん

社 会 診 断 心 理 診 断 医 学 診 断 行 動 診 断

相 談 受 付

受 理 会 議

調 査 一時保護

②

)

複雑困難な問題を抱える子どもや保護者等を児童相談所に通所させ，あるいは
必要に応じて訪問する等の方法により，継続的にソーシャルワーク，心理療法や
カウンセリング等を行うこと。

他の児童相談所，福祉事務所，保健所，医療機関，教育相談所等の他機関に
移管，あっせん紹介すること。

保

育

所

児

童

福

祉

施

設

児

童

家

庭

支

援

セ

ン

タ

ー

里

親

認

定

こ

ど

も

園

幼

稚

園

学

校

教

育

委

員

会

警

察

児

童

家

族

・

親

戚

近

隣

・

知

人

福

祉

事

務

所

保

健

セ

ン

タ
ー

市

町

村

児

童

委

員

保

健

所

医

療

機

関

児童福祉審議会

▼ ▼

相 談 ・ 通 告 ・ 送 致

援助の実行

▼

援助の終結･変更

▼

援助内容の決定 ▲

(児童相談所審査部会）

(意見具申)

▼

その他の診断

▼
判 定
(判定会議）

▼

援助方針会議 ▼

(意見照会)

(

措
置
に
よ
ら
な
い
指
導
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家庭裁判所への家事審判の申立

施 設 入 所 の 承 認 （ 28 ① ② ）
親 権 喪 失 等 の 審 判 の 請 求 又 は
取 消 し の 請 求 （ 33 の ７ ）

後 見 人 選 任 の 請 求 （ 33 の ８ ）

後 見 人 解 任 の 請 求 （ 33 の ９ ）

施設入所等の措置の際に親権者等の同意が得られない場合。

指導を行っても親権の不適切な行使が改まらず子の福祉が守りがたい場合。

親権を行う者のない児童等で，その福祉のために必要がある場合。

未成年後見人に不正な行為，著しい不行跡その他適しない事由がある場合。

児童相談所長は次のような場合に家事審判の申立を行う。

児童・保護者等を知的障がい者福祉司又は社会福祉主事に指導させる必要がある場合
に福祉事務所に送致すること。15歳以上の子どもについて障がい者支援施設に入所する
こと又は障がい福祉サービスを利用することが適当である場合市町村に通知すること。

福 祉 事 務 所 送 致 又 は 通 知

（27①Ⅳ，27の３）

家 庭 裁 判 所 送 致 触法少年，ぐ犯少年について，子どもの最善の利益や専門的観点から判断して
家庭裁判所の審判に付することが適当である児童，強制的措置を必要とする児
童等を家庭裁判所に送致すること。

助産施設，母子生活支援施設，保育所への入所が必要がある場合，児童自立生活援助
の実施が適当な場合等のケースを都道府県知事，市町村長に報告又は通知すること。

児 童 自 立 生 活 援 助 の 実 施 義務教育を終了したが，いまだ社会的自立ができていない20未満の子ども及び
大学等に就学中で満22歳に達する日の属する年度の末日までの間にある子ども
を入所させ，職業や日常生活上の相談等の援助を行うこと。（33の６①）

市 町 村 へ の 事 案 送 致 児童及び妊産婦に対し，情報提供や児童相談所で行う専門的なものを除く相
談，調査及び指導を行うことを要する者を市町村に送致すること。（26①Ⅲ）

（26①Ⅳ，63の2，63の３）

（27①Ⅲ）

児 童 福 祉 施 設 入 所 措 置

指定発達支援医療機関委託

（27②）

里親，小規模住居型児童養育
事 業 委 託 措 置 （ 27 ① Ⅲ ）

家庭で養育のできない児童や心身障がいのある児童等を児童福祉施設に入所
させて必要な指導，療育訓練等を行うこと。

厚生労働大臣の指定する医療機関に肢体不自由児・重症心身障がい児の治療
等を委託すること。

里親として登録された家庭や小規模住居型児童養育事業（ファミリーホーム）に，
家庭で養育ができない児童の養育を委託すること。

地理的要件や過去の相談経緯，その他の理由により児童家庭支援センターに
よる指導が適当と考えられる場合に，児童家庭支援センターが子どもや保護者
等の家庭を訪問し，あるいは通所させる等により指導を行うこと。

障がい児相談支援事業を行う
者の指導（26①Ⅱ，27①Ⅱ）

指 導 の 委 託
（ 26 ① Ⅱ ， 27 ① Ⅱ ）

在
宅
指
導

措
置
に
よ
る
指
導

問題が知的障がいに関するもの及び貧困その他環境の悪条件等によるもので，
知的障がい者福祉司，社会福祉主事による指導が適当な場合に行う。

地理的要件や過去の相談経緯，その他の理由により障がい児相談支援事業を
行う者による指導が適当と考えられる場合に行う。

当該指導を適切に行うことができる者として該当する者がいる場合，その者に委
託して指導を行うこと。

（27①Ⅰ）
子ども又は保護者に注意を喚起することで，問題の再発を防止し得る見込みが
ある場合，養育方針や留意事項等を明確に示して訓戒，誓約を行うこと。

訓 戒 ， 誓 約 措 置

（ 26 ① Ⅱ ， 27 ① Ⅱ ）

市 町 村 指 導

（ 26 ① Ⅱ ， 27 ① Ⅱ ）

児童家庭支援センター
指 導

（ 26 ① Ⅱ ， 27 ① Ⅱ ）

知的障がい者福祉司，社
会福祉主事指導（27①Ⅱ）

複雑困難な家庭環境に起因する問題を有する子ども等，援助に専門的な知識，
技術を要する場合に，児童福祉司が市町村，福祉事務所，児童委員その他関
係機関と連携して，家庭や学校を訪問し，あるいは必要に応じ通所させる等の方
法により，継続的に指導を行うこと。

問題が家庭環境にあり，児童委員による家族間の人間関係の調整等により解決
されると考えられる場合，児童委員が家庭訪問等により指導を行うこと。

地理的要件や過去の相談経緯等から，子どもの身近な場所において，子育て支
援事業を活用するなどして，継続的に寄り添った支援が適当な場合，児童相談
所が行政処分としての指導措置を市町村に委託し，市町村が子どもや保護者等
の家庭を訪問し，あるいは通所させる等により指導を行うこと。

児 童 福 祉 司 指 導

（ 26 ① Ⅱ ， 27 ① Ⅱ ）

児 童 委 員 指 導

都 道 府 県 知 事 ， 市 町 村 長

報告，通知（26①Ⅴ，Ⅵ，Ⅶ，

Ⅷ ）
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注：市町村保健センターについては,市町村の児童家庭相談の窓口として，一般住民等からの通告等を受け，相談援助業務を実施する場合も想定される。

（４）関係機関との相談援助活動系統図

（厚生労働省「児童相談所運営指針」より）
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３　令和３年度業務実績

（１)　相談・措置業務　

①　全相談・措置業務の概要

ア　種類別受付状況

令和３年度の相談受付総件数は，中央児童相談所１，９９９件，南部児童相談所

３２２件，西部児童相談所２４４件，合計２,５６５件で，前年度の２,４２５件と

比較して１４０件増加しています。

種類別の内訳は，障がいに関する相談が最も多く，全受付数の４７．２％を占め

ています。

障がい相談

1,211件
(47.2%)養護相談

1,127 件
(43.9%)

(内虐待910件)

育成相談

195件
(7.6%)

非行相談

32件

(1.3％)

相談種類別受付件数（令和３年度）

合計

2,565件

1,548
1,475 1,519 1,559

1,440

1,283 1,304

1,156
1,088

障がい
1,211

541

665

895 875 902

781

945

1,080
1,139 養護

1,127

227 258 230 250 238
142 147 151 155

育成
195

110 101
79 66 44 51 54 33 43

非行
32

0

200

400

600

800

1,000

1,200

1,400

1,600

1,800

24 25 26 27 28 29 30 R元 R2 R3

件数

年度

相談種類別受付状況の推移（最近10年間）
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イ　経路別受付状況　

ウ　年齢別受付状況

　相談受付時の年齢分布では，次の３つの年齢層の相談件数が多くなっています。

　　(ア)　３歳児から就学までの幼児期

　　(イ)　９～１０歳の学童期

　  （ア）～（ウ）すべてで，知的障がい及び発達障がい相談等が多く、（ア）では養護相談，　　

　　  （ウ）では，非行相談及び性格行動相談等の育成相談も比較的多くなっています。

相談の受付経路は，家族・親戚等直接養育者からの相談が最も多く，全受付件数の

３５．５％，次に，福祉事務所を経由した相談が２６．８％となっています。

　　(ウ)　１２～１４歳の思春期

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

件

歳

年齢別受付件数(令和３年度) 全体

養護

障がい

非行

育成

家族・親戚

910件
(35.5%)

福祉事務所

688件
(26.8%)

警察・裁判所

462件
(18.0%)

学校等

120件
(4.7%)

施設等

63件
(2.5%)

近隣・知人

149件
(5.8%)

市町村等

103件
(4.0%)

保健所・医療機関

28件
(1.1%) 児童本人

31件
(1.2%) その他

11件
(0.4%)

経路別受付件数（令和３年度）

合計

2,565件
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エ　処理の状況

②　相談種別受付及び処理の状況

ア　養護相談

(ア）相談受付件数

(イ）年齢別受付状況

(ウ）相談処理状況

令和３年度に取り扱った養護相談受付件数は，中央児童相談所８６５件，南部

児童相談所１５７件，西部児童相談所１０５件，合計１，1２７件で，これは全相

談受付件数の４３．９％にあたります。

０歳から就学前の件数が多くなっていて,以降は年齢が高くなるほど少なくなっ

ていく傾向にあります。

児童福祉施設入所・里親委託に至ったものが中央児童相談所４３件，南部児童

相談所８件，西部児童相談所１０件，合計６１件で，前年度４５件に比べ，件

数・割合ともに増加しています。

令和３年度の処理件数の総数は，中央児童相談所１，９９９件，南部児童相談所

３２２件，西部児童相談所２４４件，合計２，５６５件で，その具体的処理内容で

は，数回の面接診査，指導，判定で終結する助言指導が全体の７８．４％にあたる

２，０１３件と最も多く占めています。

また，処理件数の多い順に，助言指導６６０件(５８．６％)，継続指導２７１

件(２４．0％)，施設入所･里親委託６１件(５．4％)となっています。

助言指導

2,013件
(78.4%)

継続指導

333件
(13.0%)

施設入所通所

58件
(2.3%)

児童福祉司指導

18件
(0.7%)

里親委託

12件
(0.5%)

市町村等

3件
(0.1%)

その他

128件
(5.0%)

相談処理件数（令和３年度）

合計2,565件
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(エ）理由別状況

「虐待を含む家族環境」が中央児童相談所８０１件，南部児童相談所１５３

件，西部児童相談所１０１件，合計１，０５５件，９３．６％と最も多く，次い

で「傷病」が中央児童相談所４１件，南部児童相談所０件，西部児童相談所２

件，合計４３件で，３．８％となっています。

児童虐待の相談件数は，平成２６年度以降大幅に増加しており，令和３年度は

中央児童相談所６６９件，南部児童相談所１４７件，西部児童相談所９４件，合

計９１０件と，前年度に比べ１％減少していますが、依然高止まりの状況です。

910

302

15

176

417

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1,000

24 25 26 27 28 29 30 元 2 3

件数

年度

虐待相談種類別受付件数(最近１０年間）

全体

身体

性的

ネグレクト

心理的

警察

416件
(45.7%)

家族・親戚

132件
(14.5%)

学校等

97件
(10.7%)

市町村等

33件

(3.6%）

近隣・知人

74件
(8.1%)

施設等

29件
(3.2%)

保健所・医療機関

20件
(2.2%)

その他30件
(3.3%)

児童本人

26件
(2.9%) 福祉事務所

53件
(5.8%)

虐待相談経路別受付件数（令和３年度）

合計910件
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虐待相談受付件数年度別推移 （単位：件）

年度別処理状況 （単位：件）

虐待相談の経路（令和３年度） （単位：件）

虐待相談の主な虐待者（令和３年度） （単位：件）

被虐待者の年齢・相談種別（令和３年度） （単位：件）

福祉
事務所

25

14

14

53

608 183 128

634

406

家族・
親戚

87

32

13

132

近隣・
知人

61

3

10

74

保健
所

0

南部 西部中央

令和元年度平成３０年度

880

令和２年度

335

28 15

104 66

中央 南部 西部

38

平成２９年度 平成３０年度 令和元年度

南部 西部

9688 539

919

中央 南部 西部

13 2 12

1 0 0

中央 南部 西部

608 183 128

121 96140 88 539 569

59

32

13

59 9 100

10 80

4 14

計 中央 南部

75 14

77 18

令和３年度

小 学 生

中央 南部

0 0

計 中央

23

計 209

1 3 33

1 1 0 2 39

6 15

386

43 7中 学 生
高 校 生 ・ そ
の 他

1

27 5 4 0 0

51 0 24

4

中央 南部 西部西部 計

身体的虐待 性的虐待

実母

南部

4 3 4

中央

西部

0

実父

277 45

 実父以外の父親

26

334

7

0

0

0

5

その他 計

669

4

19

147

南部

33

ネグレクト

13

 実母以外の母親

西　部

計

0 0

0南部

相
談
件
数

中　央

計

中央

2 0 0

8

42

0南　部

586

53

118 98

37 33

443 91 71

2261

540 152 104

54 29 1213

486

910

2 0 0 70

14 11 23 8

0

147 94169 142 669

79114

525

9

1

756

12

910

0

147 94669

西部西部 中央

142

880

南部

令和３年度

756

121 569 169

22

2

919

令和２年度

西部 中央 南部中央

8 7

受付件数

合計

児童福祉施設

634

406 140

平成２９年度

中央 南部 西部 西部中央 南部

31

94

910

学校
等

その
他

30

669

児童
福祉

施設等

21

7

330

医療
機関

67 22

29 416 9720

08 2 33 34

2 0

94

147

17377

西部

3 5 4157

4

30

28 20

58 13 72

147 94

75

91040 417 66932027 129 571762411 1

19 30 3 3 36

10 279

22 9

233

計 中央 南部

6 95 126 24

西部

14

12 162

6

56 32

108

12 117

60

191

1

計心理的虐待

97

11 60 92 13

22

西部 計

3

1395

1111

910

41

62 447 7

9

17 2

児童
委員

67

計

合      計

０～３歳未満

３～学齢前児童 109 169 34

2330266 3 15

46 9

2

そ  の  他

0

26
相
談
件
数

17

4

里親・保護受託者委託

面 接 指 導

市町村
児童
本人

33

警察
等

7 13 60

1

計
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福祉事務所別相談件数（令和３年度） （単位：件）

（カ）その他

鳴門市 吉野川市

32

南部

42

阿南市

県外

小松島市

東部

徳島市

337

阿波市

36

さらに，関係機関との連携が重要であることから，各地域等で行う協議会及び事

例検討会等に積極的に参加し，情報共有等に努めました。

福祉事務所

件数

福祉事務所

件数

合　計

26 662

27 16 910

８市計

依然として多発傾向にある児童虐待に対し，迅速で組織的な対応が行えるよう，

組織体制を強化するとともに，緊急受理会議の開催等により，虐待の発見や通告に

対して適時・適切な相談援助活動に努めています。

また，困難事例に対応するため設置している「危機介入援助チーム」（医師等の

専門家で構成)や，非常勤弁護士の配置により，児童福祉法第２８条による家庭裁判

所への申立等に関して，専門的な視点からの援助を受けています。

西部 県福祉計

29 232

39

176

32118

美馬市 三好市
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イ　障がい相談

（ア）相談受付件数

（イ）年齢別受付状況

　

（ウ）相談処理状況

令和３年度の障がい相談受付件数は，中央児童相談所９４２件，南部児童相談所

１４６件，西部児童相談所１２３件，合計１，２１１件であり，全相談件数の中で

占める割合が４７．２％となっています。

なお，障がい相談の中でも知的障がい及び発達障がい相談に関する相談件数の占

める割合が９６．９％と高くなっています。

相談種別毎の年齢別受付状況では，知的障がい，発達障がいの相談が幼児期の３
歳児以降増えはじめ，児童期の９，１０歳や，中学在籍年齢である１２～１４歳の
思春期に集中しています。

助言指導が中央児童相談所９４１件，南部児童相談所１３７件，西部児童相談所
１２３件，合計１，２０１件で，全体の９９．２％とほとんどを占めています。

肢体不自由等

0件
(0.0%)

知的障がい

868件
(71.7%)

発達障がい

305件
(25.2%)

言語発達障がい等

3件
(0.2%)

重症心身障がい

35件
(2.9%)

障がい相談障がい別受付件数（令和３年度）

合計

1,211件

助言指導

1,201件
(99.2%)

継続指導

9件
(0.7%)

その他

1件
(0.1%)

障がい相談処理件数（令３年度）

合計

1,211件
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ウ　非行相談

（ア）相談受付件数

（イ）年齢別受付状況

（ウ）非行相談の内容

令和３年度は，全体として，非行相談受付件数の約９割が，１１歳から１６歳

の年齢層に集中しています。ぐ犯行為等相談は１４歳をピークに１３歳から１８

歳まで，触法行為等相談については１２歳をピークに８歳から１６歳までの相談

に応じています。

令和３年度に受け付けた非行相談３２件の内訳は，その他が８件で２５％と最

も多く，次いで不良交友（７件），盗み（６件）となっています。

男女の比率をみると男子が２４名（７５．０％），女子が８名（２５．０％）

となっており，内容的には，男子は盗みと不良交遊，その他,女子は不良交遊とそ

の他が多くなっています。

令和３年度に取り扱った非行相談受付件数は，中央児童相談所２７件，南部児

童相談所５件，西部児童相談所０件，合計３２件で，これは，全相談件数の１．

２％にあたります。

6

2

3

0 0

3

4

0

1

5

0 0 0 0 0

1

3

1

0 0

3

0

1

2

3

4

5

6

7

盗
み

家
出

暴
行

薬
品
・シ
ン
ナ
ー

放
火
・失
火

性
問
題

不
良
交
遊

怠
学

持
ち
出
し
・虚
言

脅
迫
・恐
喝

そ
の
他

件
非行内容別相談状況（令和３年度）

男 女
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（エ）　相談処理状況

エ　育成相談

（ア）　相談受付件数

（イ）　種類別受付状況

性格行動相談は，児童の人格の発達上問題となる反抗，家庭内暴力，落ち着き

がないなど行動上の問題に関するものが多くなっています。

　また，在宅指導が困難なものについて，児童自立支援施設等への入所措置を６
件（中央児童相談所５件，南部児童相談所１件，西部児童相談所０件）行いまし
た。

令和３年度に取り扱った育成相談件数は，中央児童相談所１６５件，南部児童
相談所１４件，西部児童相談所１６件，合計１９５件で，前年より４０件増加し
ています。

児童福祉司の面接による継続指導で処理したものが最も多く，中央児童相談所

１５件，南部児童相談所２件，西部児童相談所０件，合計１７件で全体の５３．

１％を占めています。

近年は，非行性が高く発達障がい等の問題のある児童や，家族関係等の調整を

要するような困難事例が増加してきています。

　性格行動相談が最も多く，１２８件で全体の６５．６％を占めています。

1

3

0

0

6

5

17

0 5 10 15 20

その他

児童福祉司指導

家庭裁判所送致

里親委託

施設入所

助言指導

継続指導

件 数

非行相談処理件数（令和３年度）

性格行動相談

128件
(65.6%)

不登校相談

21件
(10.8%)

適性相談

43件
(22.1%)

しつけ相談

3件
(1.5%)

育成相談種類別受付件数（令和３年度）

合計

195件
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（ウ）　相談処理状況

　児童福祉司等による助言指導が７５．４％を占めています。

助言指導

147件
(75.4%)

継続指導

36件
(18.5%)

施設入所

3件
(1.5%)

児童福祉司

指導

1件
(0.5%)

その他

8件
(4.1%)

育成相談処理状況（令和３年度）

合計

195件
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（２）　判定業務　

①　判定実施状況

②　心理療法・カウンセリング実施状況

 

③　その他の判定業務

心身障がい児に対して，療育手帳判定，障がい福祉サービス利用のための判定意

見書作成等を実施しています。

療育手帳を所持することにより各種福祉制度が利用しやすくなるため，療育手帳

判定を行っています。(中央児童相談所４６２件，南部児童相談所７２件，西部児童

相談所６０件，合計５９４件)

　医学的診断指導は，中央児童相談所１５９件，南部児童相談所２７件，西部児童
相談所３４件，合計２２０件で，その内容は療育手帳の新規交付にあたっての障が
い診断が中心となっています。
　心理診断指導は，中央児童相談所３，０３３件，南部児童相談所８１７件，西部
児童相談所４９７件，合計４，３４７件となっており，うち児童に関して，中央児

童相談所１，８３０件，南部児童相談所４９０件，西部児童相談所２７５件，合計

２，５９５件実施し，その中で最も多いのは，面接・観察・指導が１，６０５件で

６１．８％で，以下，知能検査が６９７件で２６．９％，発達検査が１４５件で

５．６％，人格検査が１３５件で５．２％となっています。

　面接・観察・指導とは，児童心理司が行った面接，行動観察，これらの結果に基

づく助言指導等で，知能検査では，主として知能発達の程度や知能構造等を把握

し，人格検査は，児童の性格行動の特徴を理解して効果的な指導を行う目的で実施

しています。

　なお，保護者に対する心理診断指導は，１，１０７件となっています。

虐待ケースの保護者に対しては医師によるカウンセリングを，被虐待児童や発達

障がい等により情緒不安定な児童に対しては児童心理司による心理療法を，また，

虐待やぐ犯ケースについては，児童福祉司による継続指導を実施しており，その実

施状況は１６，５７８件で，内訳としては児童に３，８５４件（２３．２％），保

護者に５，２５２件（３１．７％），その他関係者に７，４７２件（４５．１％）

となっています。
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（３）　一時保護業務　

①　一時保護状況

中央こども女性相談センターの一時保護所における保護状況は，保護件数・延保

護日数ともに，平成２３年度以降は概ね増加傾向で推移しておりましたが，平成２

９年度には一旦ともに減少し，平成３０年度以降は保護件数はほぼ横ばいの状況か

ら、令和２年度には減少していますが,延保護日数は増加しました。令和３年度は保

護件数は９１件でほぼ横ばい，延保護日数は２，８３７日とやや減少しています。

85

94

93
98

120

132
129 132

102

111 111

92
91

941

1,164

1,137

1,487

1,770

2,299

2,748

2,063

1,691

2,824

2,547

2,978
2,837
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保護件数(件) 一時保護の年度別推移

保護件数

延保護日数

延保護日数（日）

年度
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②　一時保護児の相談種別状況

(件数）

③　年代階層別一時保護状況

(件数）

令和３年度の保護件数９１件のうち，養護ケースは６０件で前年度より４件減
少，非行ケースは７件で５件減少，育成その他が２４件で８件の増加となっていま
す。

令和３年度は，前年度と比較して，幼児の保護件数が８件から６件，小学生が２

９件から２４件と減少し，中学生が２９件から３４件に増加しています。

60件
65.9%
養護

64件
69.6%
養護

90件

81.1%
養護

83件

74.8%
養護

83件
81.4%
養護

７件
7.7%
非行

12件

13.0%
非行

8件
7.2%
非行

14件
12.6%
非行

9件
8.8%
非行

24件
22.0%

育成その他

16件
17.4%

育成その他

13件
11.7%

育成その他

14件
12.6%

育成その他

10件
9.8%
育成

その他

0 20 40 60 80 100 120 140

令和３年度

令和２年度

令和元年度

平成3０年度

平成29年度

一時保護児の相談種別年度別推移

6件

6.6%

8件
8.7%

21件
18.9%

1５件
13.5%

幼児

16件
15.7%

24件
26.4%

29件
31.5%

41件
36.9%

29件
26.1%

小学生

35件
34.3%

34件
37.3%

29件
31.5%

32件
28.8%

47件
42.3%

中学生

38件

37.3%

27件
29.7%

26件
28.3%

17件
15.3%

20件
18.0%

中卒

13件
12.7%

0 20 40 60 80 100 120 140

令和３年度

令和２年度

令和元年度

平成30年度

平成29年度

一時保護児童の年代階層別推移
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（４）　その他の主要業務及び事業　

移動児童相談 　在宅心身障がい児を対象とした移動相談を実施する。

また，関係機関からの要請に応じ，研修会等に関係職員を講師として

派遣し，児童福祉の推進を図る。

業務・事業名

１歳６か月児・３歳児

精神発達精密健診

及び事後指導

関係機関等との連

携・支援等

児童問題関係機関との連携強化を図るため，連絡会議を開催するとと

もに，他機関が主催する会議に参加する。

内　　　　　　　　　　　　　　容

市町村が行う１歳６か月児・３歳児健診の結果，特に精神発達面に問

題のある子どもについて，精密な健診・指導を行うとともに，事後指導

を行う。
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４　参考資料
第１表　　人口等の推移

　注） ・令和３年の「総人口」「児童人口」は徳島県年齢別推計調査（令和3.4.1現在）による。
・「出生児数」「合計特殊出生率」は、令和３年人口動態統計月報年計（概数）による。

第２表　　年度別相談種類別受付状況 （単位：件）

4 0 289

計 919 220 0 0 1 17 44 773 253 32 11 108 21 22 4 0 2,425

0 1,767

南部 183 32 0 0 0 3 2 84 32 10 2 19 2 0 0 0 369令和
２年度

中央 608 180 0 0 1 0 34 608 195 22 9 75 15 20 0

西部 128 8 0 0 0 14 8 81 26 0 0 14 4 2

平成２５年 770,831 114,595 5,665 1.43 1.43

　　　　　    項  目
　年

総 人 口(人) 児 童 人 口(人) 出 生 児 数(人)
合 計 特 殊 出 生 率

本  県 全  国

平成２２年 784,725 120,450 5,904 1.40 1.39

平成２４年 776,177 116,492 5,744 1.44 1.41

平成１７年 810,285 132,735 5,914 1.26 1.26

平成２６年 765,247 113,036 5,502 1.46 1.42

平成２７年 759,047 111,477 5,586 1.55 1.46

平成２８年 751,280 107,410 5,346 1.51 1.44

平成２９年 744,837 105,485 5,182 1.51 1.43

平成３０年 737,939 103,493 4,998 1.52 1.42

令和３年 714,606 94,039 4,337 1.44 1.30

令和元年 731,069 101,343 4,554 1.46 1.36

令和２年 723,198 99,063 4,521 1.45 1.34

.
養護相談

保
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談
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待
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発
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的
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達

障
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い

ぐ

犯

行

為

触

法

行

為

性

格

行

動

不

登

校

適

性

し

つ

け

平成
2９年度

中央 406 121 1 0 0 21 32 624 242 17 19 58 23 14 2

西部 88 10 0 0 0 11 8 108 34 2 4 14 2 0

0 1,580

南部 140 16 0 0 0 34 5 120 44 5 4 21 4 1 2 0 396

1 0 282

計 634 147 1 0 0 66 45 852 320 24 27 93 29 15 5 0 2,258

平成
30年度

中央 539 155 0 0 0 18 42 619 272 30 10 58 17 13 8

西部 96 4 0 0 0 9 7 120 31 3 3 14 4 0

0 1,781

南部 121 30 0 0 0 32 7 128 19 7 1 22 4 1 0 0 372

6 0 297

計 756 189 0 0 0 59 56 867 322 40 14 94 25 14 14 0 2,450

令和
元年度

中央 569 163 0 0 0 5 23 585 212 11 13 79 24 9 0

西部 142 4 0 0 0 14 10 87 23 1 0 13 0 10

0 1,693

南部 169 33 0 0 0 10 10 140 37 6 2 13 1 0 0 0 421

2 2 308

計 880 200 0 0 0 29 43 812 272 18 15 105 25 19 2 2 2,422

令和
3年度

中央 669 196 0 0 0 0 27 687 228 17 10 111 15 38 1

西部 94 11 0 0 0 3 3 85 32 0 0 7 3 5

0 1,999

南部 147 10 0 0 0 0 5 96 45 3 2 10 3 0 1 0 322

1 0 244

計 910 217 0 0 0 3 35 868 305 20 12 128 21 43 3 0 2,565
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第３表　　年度別相談経路別受付状況 （単位：件）

第４表　　年齢別相談受付状況（令和3年度）
　　中央児童相談所 （単位：件）

　　　　　　  経  路
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童

本

人

そ

の

他

計

再掲

巡

回

相

談

福
祉
事
務
所

児
童
委
員

そ
の
他

保

健

所

医

療

機

関

学

校

教
育
委
員
会

等

令和
２年度

中央 471 0 43 46 5 345 1 4 29 79 3 1 564 145 9

西部 67 0 31 6 0 35 0 0 1 17 2 1 123 4

22 1,767 30

南部 67 0 22 19 0 68 0 1 5 29 6 0 120 23 7 2 369 5

0 2 289 17

計 605 0 96 71 5 448 1 5 35 125 11 2 807 172 16 26 2,425 52

　　　　　相談
　　　　　種類

年齢

養護相談 保

健

相

談

障　　が　　い　　相　　談 非行相談 育成相談 そ

の

他

の

相

談

計

(  再  掲  )

虐

待

そ

の

他

肢
体
不
自
由

障
が
い

視
聴
覚

障
が
い
等

言
語
発
達

障
が
い

重
症
心
身

知
的
障
が
い

発
達
障
が
い

ぐ
犯
行
為
等

触
法
行
為
等

性
格
行
動

不
登
校

適
性

し
つ
け

通
告

児
童
虐
待

い
じ
め
相
談

被
害
相
談

児
童
売
春
等

49 0 0

０　歳 45 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 11 0 0 0 2 0 0 0 0

72 42 0 0

１　歳 48 22 0 0 0 0 0 4 0 0 0 1 0 1 0 0 76

65 39 0 0

３　歳 49 15 0 0 0 0 3 42 13 0 0 6 0 1 0 0 129 54 0 0

２　歳 33 18 0 0 0 0

41 0 0

４　歳 51 23 0 0 0 0 0 24 10 0 0 3 0 1 1 0

1 48 19 0 0 8 1 2 0 0

113 57 0 0

５　歳 39 13 0 0 0 0 5 39 15 0 0 3 0 5 0 0 119

120 34 0 0

７　歳 33 9 0 0 0 0 2 52 15 0 0 4 0 3 0 0 118 32 0 0

６　歳 30 11 0 0 0 0

35 0 0

８　歳 32 3 0 0 0 0 0 18 2 0 1 4 0 4 0 0

2 72 26 0 0 10 1 1 0 0

64 29 0 0

９　歳 33 7 0 0 0 0 4 58 11 0 1 4 1 5 0 0 124

157 34 0 0

１１　歳 17 7 0 0 0 0 1 20 12 0 0 9 0 5 0 0 71 18 0 0

１０　歳 40 5 0 0 0 0

36 0 0

１２　歳 36 6 0 0 0 0 3 66 21 0 4 7 1 1 0 0

0 51 18 5 1 11 5 4 0 0

145 30 0 0

１３　歳 38 4 0 0 0 0 4 61 25 5 1 18 4 4 0 0 164

133 34 0 0

１５　歳 35 7 0 0 0 0 0 12 5 5 1 8 1 1 0 0 75 30 0 0

１４　歳 35 3 0 0 0 0

19 0 0

１６　歳 35 3 0 0 0 0 0 45 15 2 1 9 1 0 0 0

0 4 2 0 0 1 0 0 0 0

111 34 0 0

１７　歳 28 5 0 0 0 0 1 60 19 0 0 3 0 0 0 0 116

27 0 0 0

計 669 196 0 0 0 0 27 687 228 17 10 111 15 38 1 0 1,999 647 0 0

１８歳以上 12 8 0 0 0 0

平成
29年度

中央 506 0 25 64 0 188 1 0 26 69 4 2 616 61 4

西部 78 0 22 21 0 23 0 0 5 20 0 0 111 0

14 1,580 32

南部 78 0 4 15 0 40 0 0 3 34 0 0 209 8 5 0 396 0

1 1 282 0

計 662 0 51 100 0 251 1 0 34 123 4 2 936 69 10 15 2,258 32

平成
30年度

中央 564 1 48 50 0 261 1 0 26 80 8 3 650 73 6

西部 85 0 18 11 0 20 4 0 1 22 0 3 0 125

10 1,781 37

南部 86 0 5 18 0 29 0 0 6 16 2 0 193 11 6 0 372 0

8 0 297 24

計 735 1 71 79 0 310 5 0 33 118 10 6 843 209 20 10 2,450 61

令和
元年度

中央 504 1 46 47 1 287 0 0 22 82 7 4 574 99 8

西部 95 0 34 10 0 36 1 0 6 18 0 1 92 10

11 1,693 49

南部 112 0 23 9 0 41 0 0 8 24 0 2 172 16 14 0 421 0

4 1 308 25

計 711 1 103 66 1 364 1 0 36 124 7 7 838 125 26 12 2,422 74

令和
3年度

中央 550 0 55 39 0 371 0 0 21 84 5 5 705 133 21

西部 53 0 45 14 0 21 0 0 0 13 0 0 82 11

10 1,999 32

南部 85 0 3 5 0 70 0 0 7 18 0 0 123 5 5 1 322 1

5 0 244 24

計 688 0 103 58 0 462 0 0 28 115 5 5 910 149 31 11 2,565 57
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　　南部児童相談所 （単位：件）

　　西部児童相談所 （単位：件）

　　　　　相談
　　　　　種類

年齢

養護相談 保

健

相

談

障　　が　　い　　相　　談 非行相談 育成相談 そ

の

他

の

相

談

計

(  再  掲  )

虐

待

そ

の

他

肢
体
不
自
由

障
が
い

視
聴
覚

障
が
い
等

言
語
発
達

障
が
い

重
症
心
身

知
的
障
が
い

発
達
障
が
い

ぐ
犯
行
為
等

触
法
行
為
等

性
格
行
動

不
登
校

適
性

し
つ
け

通
告

児
童
虐
待

い
じ
め
相
談

被
害
相
談

児
童
売
春
等

4 0 0

０　歳 9 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 1 0 0 0 0 0 0 0 0

10 6 0 0

１　歳 8 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9

9 3 0 0

３　歳 9 1 0 0 0 0 1 10 3 0 0 0 0 0 0 0 24 9 0 0

２　歳 7 0 0 0 0 0

4 0 0

４　歳 8 0 0 0 0 0 0 5 3 0 0 0 0 0 1 0

0 3 2 0 0 2 1 0 0 0

17 5 0 0

５　歳 6 0 0 0 0 0 2 4 2 0 0 0 0 0 0 0 14

20 4 0 0

７　歳 7 0 0 0 0 0 1 15 7 0 0 0 0 0 0 0 30 5 0 0

６　歳 11 1 0 0 0 0

2 0 0

８　歳 17 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0 1 0 0 0 0

0 4 2 0 0 1 0 0 0 0

24 11 0 0

９　歳 5 0 0 0 0 0 0 6 4 0 0 0 1 0 0 0 16

23 10 0 0

１１　歳 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 6 3 0 0

１０　歳 16 0 0 0 0 0

9 0 0

１２　歳 7 1 0 0 0 0 0 5 1 0 0 1 0 0 0 0

0 6 3 2 0 2 1 0 0 0

15 6 0 0

１３　歳 9 1 0 0 0 0 0 7 3 0 1 0 0 0 0 0 21

25 6 1 0

１５　歳 2 2 0 0 0 0 0 2 2 0 0 1 0 0 0 0 9 3 0 0

１４　歳 11 0 0 0 0 0

4 0 0

１６　歳 3 0 0 0 0 0 0 7 5 0 0 0 0 0 0 0

0 5 1 1 0 1 0 0 0 0

15 3 0 0

１７　歳 5 0 0 0 0 0 0 13 3 0 0 1 0 0 0 0 22

13 0 0 0

計 147 10 0 0 0 0 5 96 45 3 2 10 3 0 1 0 322 97 1 0

１８歳以上 3 2 0 0 0 0

　　　　　相談
　　　　　種類

年齢

養護相談 保

健

相

談

障　　が　　い　　相　　談 非行相談 育成相談 そ

の

他

の

相

談

計

(  再  掲  )

虐

待

そ

の

他

肢
体
不
自
由

障
が
い

視
聴
覚

障
が
い
等

言
語
発
達

障
が
い

重
症
心
身

知
的
障
が
い

発
達
障
が
い

相
談

ぐ
犯
行
為
等

相
談

触
法
行
為
等

性
格
行
動

不
登
校

適
性

し
つ
け

通
告

児
童
虐
待

い
じ
め
相
談

被
害
相
談

児
童
売
春
等

3 0 0

０　歳 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 1 1 0 0 0 0 0 1 0

7 7 0 0

１　歳 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3

7 3 0 0

３　歳 8 0 0 0 0 2 0 5 2 0 0 0 0 1 0 0 18 7 0 0

２　歳 3 0 0 0 0 1

7 0 0

４　歳 9 2 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0

0 3 1 0 0 2 1 1 0 0

14 9 0 0

５　歳 9 2 0 0 0 0 1 4 2 0 0 0 0 0 0 0 18

12 3 0 0

７　歳 6 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 1 0 0 0 11 6 0 0

６　歳 4 0 0 0 0 0

4 0 0

８　歳 5 2 0 0 0 0 0 1 2 0 0 1 0 0 0 0

0 3 2 0 0 1 0 1 0 0

11 6 0 0

９　歳 4 1 0 0 0 0 0 13 4 0 0 1 0 0 0 0 23

14 8 0 0

１１　歳 8 0 0 0 0 0 0 3 1 0 0 1 0 0 0 0 13 3 0 0

１０　歳 6 1 0 0 0 0

2 0 0

１２　歳 3 0 0 0 0 0 0 7 4 0 0 0 0 0 0 0

0 9 4 0 0 0 1 0 0 0

14 1 0 0

１３　歳 3 0 0 0 0 0 0 8 2 0 0 0 0 1 0 0 14

18 2 0 0

１５　歳 2 1 0 0 0 0 0 6 3 0 0 0 0 0 0 0 12 3 0 0

１４　歳 4 0 0 0 0 0

3 0 0

１６　歳 2 0 0 0 0 0 0 5 1 0 0 1 0 1 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

10 2 0 0

１７　歳 5 0 0 0 0 0 0 13 2 0 0 0 0 0 0 0 20

5 0 0 0

計 94 11 0 0 0 3 3 85 32 0 0 7 3 5 1 0 244 79 0 0

１８歳以上 4 1 0 0 0 0
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合計 （単位：件）
　　　　　相談
　　　　　種類

年齢

養護相談 保

健

相

談

障　　が　　い　　相　　談 非行相談 育成相談 そ

の

他

の

相

談

計

(  再  掲  )

虐

待

そ

の

他

肢
体
不
自
由

障
が
い

視
聴
覚

障
が
い
等

言
語
発
達

障
が
い

重
症
心
身

知
的
障
が
い

発
達
障
が
い

相
談

ぐ
犯
行
為
等

相
談

触
法
行
為
等

性
格
行
動

不
登
校

適
性

し
つ
け
・
育

児 通
告

児
童
虐
待

い
じ
め
相
談

被
害
相
談

児
童
売
春
等

56 0 0

０　歳 60 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2 13 1 0 0 2 0 0 1 0

89 55 0 0

１　歳 59 23 0 0 0 0 0 4 0 0 0 1 0 1 0 0 88

81 45 0 0

３　歳 66 16 0 0 0 2 4 57 18 0 0 6 0 2 0 0 171 70 0 0

２　歳 43 18 0 0 0 1

52 0 0

４　歳 68 25 0 0 0 0 0 31 14 0 0 3 0 1 2 0

1 54 22 0 0 12 3 3 0 0

144 71 0 0

５　歳 54 15 0 0 0 0 8 47 19 0 0 3 0 5 0 0 151

152 41 0 0

７　歳 46 9 0 0 0 0 5 69 22 0 0 4 1 3 0 0 159 43 0 0

６　歳 45 12 0 0 0 0

41 0 0

８　歳 54 5 0 0 0 0 0 22 7 0 1 6 0 4 0 0

2 79 30 0 0 12 1 2 0 0

99 46 0 0

９　歳 42 8 0 0 0 0 4 77 19 0 1 5 2 5 0 0 163

194 52 0 0

１１　歳 29 7 0 0 0 0 1 23 14 0 1 10 0 5 0 0 90 24 0 0

１０　歳 62 6 0 0 0 0

47 0 0

１２　歳 46 7 0 0 0 0 3 78 26 0 4 8 1 1 0 0

0 66 25 7 1 13 7 4 0 0

174 37 0 0

１３　歳 50 5 0 0 0 0 4 76 30 5 2 18 4 5 0 0 199

176 42 1 0

１５　歳 39 10 0 0 0 0 0 20 10 5 1 9 1 1 0 0 96 36 0 0

１４　歳 50 3 0 0 0 0

26 0 0

１６　歳 40 3 0 0 0 0 0 57 21 2 1 10 1 1 0 0

0 9 3 1 0 2 0 0 0 0

136 39 0 0

１７　歳 38 5 0 0 0 0 1 86 24 0 0 4 0 0 0 0 158

45 0 0 0

計 910 217 0 0 0 3 35 868 305 20 12 128 21 43 3 0 2,565 823 1 0

１８歳以上 19 11 0 0 0 0
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第５表　　市町村別相談受付状況（令和3年度） （単位：件）

第６表　　年度別処理状況 （単位：件）

＊　(知的障害者福祉司，社会福祉主事指導を含む。）

未
処
理
件
数

（
年
度
末
現
在

）

施
設
入
所
待
機

（
再
掲

）

0 0

0 0

0 0

0 0

　　　　     相談
　　　　     種類
市町村

養

　
護

保

　
健

肢

体

視
聴
覚

言
語
等

重

心

知

　
的

発

達

障
が
い

ぐ

犯

触

　
法

性

　
行

不
登
校

適

　
性

し
つ
け

そ
の
他

計

徳島市 455 0 0 0 0 16 344 107 10 7 60 6 24 0 0 1,029
鳴門市 50 0 0 0 0 2 46 13 3 1 19 1 1 1 0 137

小松島市 45 0 0 0 0 0 31 7 0 1 9 1 1 0 0 95
阿南市 125 0 0 0 0 4 79 36 3 0 9 3 0 1 0 260

吉野川市 53 0 0 0 0 1 34 14 1 0 4 3 0 0 0 110
阿波市 36 0 0 0 0 3 51 14 1 0 3 0 3 0 0 111
美馬市 29 0 0 0 0 3 19 6 0 0 3 1 2 0 0 63
三好市 37 0 0 0 3 0 35 14 0 0 2 1 1 1 0 94
勝浦町 2 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 6
上勝町 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

佐那河内村 0 0 0 0 0 1 3 0 0 0 0 0 1 0 0 5
石井町 32 0 0 0 0 1 36 19 0 0 1 1 3 0 0 93
神山町 2 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 4
那賀町 4 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 6
美波町 0 0 0 0 0 1 6 3 0 1 1 0 0 0 0 12
牟岐町 2 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 4
海陽町 24 0 0 0 0 0 8 5 0 1 0 0 0 0 0 38
松茂町 22 0 0 0 0 1 15 10 0 0 1 0 0 0 0 49
北島町 19 0 0 0 0 2 35 15 1 0 6 0 1 0 0 79
藍住町 93 0 0 0 0 0 46 14 0 1 6 1 4 0 0 165
板野町 23 0 0 0 0 0 23 11 0 0 1 1 0 0 0 59
上板町 26 0 0 0 0 0 16 3 1 0 1 1 0 0 0 48

つるぎ町 12 0 0 0 0 0 13 5 0 0 0 0 0 0 0 30
東みよし町 20 0 0 0 0 0 18 7 0 0 2 1 2 0 0 50
県　　外 16 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 18

計 1,127 0 0 0 3 35 868 305 20 12 128 21 43 3 0 2,565

　　　処遇
　　　種類

　年度

児
童
福
祉
司
指
導

児
童
委
員
指
導

指
導
・
指
導
委
託

児
童
家
庭
支
援
セ
ン
タ
ー

＊
福
祉
事
務
所
送
致
又
は
通
知

訓
戒
・
警
約

児 童 福 祉 施 設 指
定
医
療
機
関
委
託

里
親
委
託

に
よ
る
家
庭
裁
判
所
送
致

法
第
二
十
七
条
第
１
項
第
４
号

そ
の
他

計

助
言
指
導

継
続
指
導

入
所

通
所

施
設
入
所
待
機

（
再
掲

）

家
庭
裁
判
所
送
致

（
再
掲

）

法
第
二
十
七
条
の
２
に
よ
る

他
機
関
あ

っ
せ
ん

面 接 指 導 市
町
村
指
導
委
託
・
送
致

処　　理　　件　　数　　　（年　度　中）　　　

令
和
2
年
度

中央 1,431 214 15 0 0 0 0 25 0 0 0 5 0 62

西部 159 88 2 0 0 0 0 15 0 0 0 2 0 8

1,767 0

南部 240 84 3 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 20 369 0

15

7

0

12

289 0

計 1,830 386 20 0 0 0 0 43 0 0 0 7 0 90 2,425 0

13

35

2

14

平
成
２９
年
度

中央 1,320 130 0 4 0 0 0 3 0 53 0 0 0 5 0

西部 165 82 0 2 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0

65 1,580 0 0 0

南部 248 106 0 6 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 27 396 0 0 0

0 24 282 0 0 0

計 1,733 318 0 12 0 0 0 3 0 71 0 0 0 5 0 116 2,258 0 0 0

平
成
30
年
度

中央 1,362 246 0 10 0 0 0 0 0 53 0 0 0 10 1

西部 180 85 0 0 0 0 5 0 3 15 0 0 0 0

99 1,781 0 0 0

南部 237 85 0 4 0 0 0 0 0 19 0 0 0 0 0 27 372 0 0 0

0 9 297 0 0 0

計 1,779 416 0 14 0 0 5 0 3 87 0 0 0 10 1 135 2,450 0 0 0

令
和
元
年
度

中央 1,284 265 0 19 18 0 0 0 0 36 0 0 0 11 1

西部 181 80 0 1 0 0 0 6 0 12 0 0 0 0

59 1,693 0 0 0

南部 268 82 0 5 0 0 2 9 0 21 0 0 0 4 0 30 421 0 0 0

0 28 308 0 0 0

計 1,733 427 0 25 18 0 2 15 0 69 0 0 0 15 1 117 2,422 0 0 0

令

和

3

年

度

中央 1,645 207 11 8 0 0 0 0 0 40 0 0 0 11 0

西部 169 52 5 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 1

77 1,999 0 0 0

南部 199 74 10 10 0 0 3 0 0 9 0 0 0 0 0 17 322 0 0 0

0 8 244 0 0 0

計 2,013 333 26 18 0 0 3 0 0 58 0 0 0 12 0 102 2,565 0 0 0
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第７表　　相談種類別処理状況（令和3年度）

中央児童相談所 (単位：件)

＊　(知的障がい者福祉司、社会福祉主事指導を含む。）

南部児童相談所 (単位：件)

＊　(知的障がい者福祉司、社会福祉主事指導を含む。）

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

　　　　　　　処遇種類
　

　　相談種類

処　　理　　件　　数　　　（年　度　中）　　　 未
処
理
件
数

（
年
度
末
現
在

）

面 接 指 導 児
童
福
祉
司
指
導

児
童
委
員
指
導

指
導
・
指
導
委
託

児
童
家
庭
支
援
セ
ン
タ
ー

＊福
祉
事
務
所
送
致
又
は
通
知

訓
戒
・
警
約

児 童 福 祉 施 設 指
定
医
療
機
関
委
託

里
親
委
託

に
よ
る
家
庭
裁
判
所
送
致

法
第
二
十
七
条
第
１
項
第
４
号

そ
の
他

計

助
言
指
導

継
続
指
導

他
機
関
あ

っ
せ
ん

入
所

通
所

施
設
入
所
待
機

（
再
掲

）

施
設
入
所
待
機

（
再
掲

）

家
庭
裁
判
所
送
致

（
再
掲

）

法
第
二
十
七
条
の
３
に
よ
る

市
町
村
指
導
委
託
・
送
致

相
談

養
護

児 童 虐 待 444 132 10 5 0 0 0 0 23 0 0 0 7 0 480

0

669 0 0 0

そ の 他 131 29 1 0 0 0 0 0 9 0 0 0 4 0 22 196 0 0 0

保 健 相 談 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0

障
が
い
相
談

肢 体 不 自 由 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

視聴覚障がい 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

言語発達障がい 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 27

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0

知 的 障 が い 687 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 687 0 0 0

重症心身障がい 27 0 0 0 0 0 0 0

発 達 障 が い 227 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 228 0 0 0

相
談

非
行

ぐ 犯 行 為 2 10 0 1 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 17 0 0 0

触 法 行 為 3 5 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0

育
成
相
談

性 格 行 動 74 26 0 1 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 7 111 0 0

不 登 校 12 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15

37 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38

0

0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 1

0 0 0

し つ け 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0

適 性

0 0 0

計 1,645 207 11 8 0 0 0 0 40 0 0 0 11 0 77 1,999 0 0 0

そ の 他 の 相 談 0 0 0 0 0 0 0 0

再

掲

い じ め 相 談 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

児童買春等被害相談 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

　　　　　　　処遇種類
　

　　相談種類

処　　理　　件　　数　　　（年　度　中）　　　 未
処
理
件
数

（
年
度
末
現
在

）

面 接 指 導 児
童
福
祉
司
指
導

児
童
委
員
指
導

指
導
・
指
導
委
託

児
童
家
庭
支
援
セ
ン
タ
ー

＊福
祉
事
務
所
送
致
又
は
通
知

訓
戒
・
警
約

児 童 福 祉 施 設 指
定
医
療
機
関
委
託

里
親
委
託

に
よ
る
家
庭
裁
判
所
送
致

法
第
二
十
七
条
第
１
項
第
４
号

そ
の
他

計

助
言
指
導

継
続
指
導

他
機
関
あ

っ
せ
ん

入
所

通
所

施
設
入
所
待
機

（
再
掲

）

施
設
入
所
待
機

（
再
掲

）

家
庭
裁
判
所
送
致

（
再
掲

）

法
第
二
十
七
条
の
３
に
よ
る

市
町
村
指
導
委
託
・
送
致

相
談

養
護

児 童 虐 待 49 56 9 9 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 133

0

147 0 0 0

そ の 他 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 10 0 0 0

保 健 相 談 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0

障
が
い
相
談

肢 体 不 自 由 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

視聴覚障がい 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

言語発達障がい 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 5

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0

知 的 障 が い 93 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 96 0 0 0

重症心身障がい 5 0 0 0 0 0 0 0

発 達 障 が い 39 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 0 0 0

相
談

非
行

ぐ 犯 行 為 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 3 0 0 0

触 法 行 為 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0

育
成
相
談

性 格 行 動 5 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 10 0 0

不 登 校 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0

し つ け 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0

適 性

0 0 0

計 199 74 10 10 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 17 322 0 0 0

そ の 他 の 相 談 0 0 0 0 0 0 0 0

再

掲

い じ め 相 談 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 1 0 0 0

児童買春等被害相談 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0
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西部児童相談所 (単位：件)

＊　(知的障がい者福祉司、社会福祉主事指導を含む。）

合計 (単位：件)

＊　(知的障がい者福祉司、社会福祉主事指導を含む。）

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

市
町
村
指
導
委
託
・
送
致

　　　　　　　処遇種類
　

　　相談種類

処　　理　　件　　数　　　（年　度　中）　　　 未
処
理
件
数

（
年
度
末
現
在

）

面 接 指 導 児
童
福
祉
司
指
導

児
童
委
員
指
導

指
導
・
指
導
委
託

児
童
家
庭
支
援
セ
ン
タ
ー

＊福
祉
事
務
所
送
致
又
は
通
知

訓
戒
・
警
約

児 童 福 祉 施 設 指
定
医
療
機
関
委
託

里
親
委
託

に
よ
る
家
庭
裁
判
所
送
致

法
第
二
十
七
条
第
１
項
第
４
号

そ
の
他

計

助
言
指
導

継
続
指
導

他
機
関
あ

っ
せ
ん

入
所

通
所

施
設
入
所
待
機

（
再
掲

）

施
設
入
所
待
機

（
再
掲

）

家
庭
裁
判
所
送
致

（
再
掲

）

法
第
二
十
七
条
の
３
に
よ
る

相
談

養
護

児 童 虐 待 28 46 5 0 0 0 0 0 9 0 0 0 1 - 50

0

94 0 0 0

そ の 他 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 3 11 0 0 0

保 健 相 談 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 00 0 0 0

障
が
い
相
談

肢 体 不 自 由 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0

視聴覚障がい 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

言語発達障がい 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 3 0 0 0

0 0 0 0 0 - 0 3

0 0 0 0 0 0 - 0 0

0 0 0

知 的 障 が い 85 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 85 0 0 0

重症心身障がい 3 0 0 0 0 0 0 0

発 達 障 が い 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 32 0 0 0

相
談

非
行

ぐ 犯 行 為 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

触 法 行 為 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

育
成
相
談

性 格 行 動 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 7 0 0

不 登 校 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 3

5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 5

0

0 0 0

0 0 0 0 0 - 0 0

0 0 0

し つ け 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 1 0 0 0

適 性

0 0 0

計 169 52 5 0 0 0 0 0 9 0 0 0 1 0 8 244 0 0 0

そ の 他 の 相 談 0 0 0 0 0 0 0 0

再

掲

い じ め 相 談 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0

児童買春等被害相談 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0

　　　　　　　処遇種類
　

　　相談種類

処　　理　　件　　数　　　（年　度　中）　　　 未
処
理
件
数

（
年
度
末
現
在

）

面 接 指 導 児
童
福
祉
司
指
導

児
童
委
員
指
導

指
導
・
指
導
委
託

児
童
家
庭
支
援
セ
ン
タ
ー

＊福
祉
事
務
所
送
致
又
は
通
知

訓
戒
・
警
約

児 童 福 祉 施 設 指
定
医
療
機
関
委
託

里
親
委
託

に
よ
る
家
庭
裁
判
所
送
致

法
第
二
十
七
条
第
１
項
第
４
号

そ
の
他

計

助
言
指
導

継
続
指
導

他
機
関
あ

っ
せ
ん

入
所

通
所

施
設
入
所
待
機

（
再
掲

）

施
設
入
所
待
機

（
再
掲

）

家
庭
裁
判
所
送
致

（
再
掲

）

法
第
二
十
七
条
の
３
に
よ
る

市
町
村
指
導
委
託
・
送
致

相
談

養
護

児 童 虐 待 521 234 24 14 0 0 0 0 40 0 0 0 8 - 663

0

910 0 0 0

そ の 他 139 37 1 0 0 0 0 0 9 0 0 0 4 - 27 217 0 0 0

保 健 相 談 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 00 0 0 0

障
が
い
相
談

肢 体 不 自 由 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0

視聴覚障がい 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

言語発達障がい 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 3 0 0 0

0 0 0 0 0 - 0 35

0 0 0 0 0 0 - 0 0

0 0 0

知 的 障 が い 865 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 868 0 0 0

重症心身障がい 35 0 0 0 0 0 0 0

発 達 障 が い 298 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 305 0 0 0

相
談

非
行

ぐ 犯 行 為 2 10 0 2 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 1 20 0 0 0

触 法 行 為 3 7 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0

育
成
相
談

性 格 行 動 84 32 0 1 0 0 0 0 3 0 0 0 0 - 8 128 0 0

不 登 校 18 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 21

42 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 43

0

0 0 0

0 0 0 0 0 - 0 0

0 0 0

し つ け ・ 育 児 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 3 0 0 0

適 性

0 0 0

計 2,013 333 26 18 0 0 0 0 58 0 0 0 12 0 102 2,565 0 0 0

そ の 他 の 相 談 0 0 0 0 0 0 0 0

再

掲

い じ め 相 談 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 1 0 0 0

児童買春等被害相談 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0
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第８表　　養護相談の年度別受付状況 （単位：件）

第９表　　養護相談の年度別処理状況 （単位：件）

下段は虐待件数（内数）

　
　　　　　原因別

　　年　度

棄

児

家

出

死

亡

離

婚

傷

病

家族環境 そ　　　　の　　　　他
措

置

延

長

2 0 0 5 0 0 0

西部
14 2 108 12 136
12 0

計
虐

待

そ

の

他

家

庭

不

和

迷

子

未

婚

の

母

経
済
的
理
由

母

の

出

産

そ

の

他

措

置

変

更

令 和
２ 年 度

中 央 0 0 0 2 41 608 120 2 0 9 2 2 2

西 部 0 0 0 0 1 128

788
13 1 540 54 608

南部
3

1,139

788
南 部 0 0 1 0 4 183 24 0 0 2 0 1 0 0 215

0

0
0
0
0

　　　　　 　　　　　　　　  処理区分
　年　度

0 1 2 46 919 146 2 0 16 2 3 2 0
865

南 部 0 0 0 1 0 147 6 0 0 1 0 0 2 0 1570
0

0 180 32 215
2 0 152 29 183

12 128

計
38 7 977 117 1,139
27 1 796 95 919

104

令和
２年度

中央
21 5 689 73

令和
３年度

中央
32 11 747 75 865
23 7 586 53 669

南部

平 成
29 年 度

中 央 2 2 6 3 23 406 62 1 0 5 7 0 10

西 部 0 0 0 1 5 88 1 2 0 1 0 0 0

527
南 部 0 1 1 0 5 140 5 1 0 0 0 0 3 0 156

0
0
0

0 98
計 2 3 7 4 33 634 68 4 0 6 7 0 13 0 7810

0

平 成
30 年 度

中 央 0 9 1 2 35 539 87 3 0 1 7 0 10

西 部 0 0 0 0 0 96 2 1 0 1 0 0 0

694
南 部 0 0 1 4 11 121 9 2 0 0 0 0 3 0 151

0
0
0

0 100
計 0 9 2 6 46 756 98 6 0 2 7 0 13 0 9450

0

令 和
元 年 度

中 央 0 2 8 1 29 569 95 0 0 8 6 3 11

西 部 0 0 1 2 1 142 0 0 0 0 0 0 0

732
南 部 0 1 1 4 6 169 9 3 0 5 0 0 4 0 202

0
0
0

7 0 66

0 146
計 0 3 10 7 36 880 104 3 0 13 6 3 15 0 1,0800

0

児 童 福 祉
施 設 入 所

里 親 委 託 面 接 指 導 そ の 他 計

0 136
計 0

26 151
8

平成
29年度

中央
48 5 408 66 527
31 2 335 38 406

南部
8 0 117 31 156
8 0 104 28 140

西部
8 0 71 19 98

603 98 756

15 88

計
64 5 596 116 781
46 2 505 81 634

平成
30年度

中央
46 10 537 101 694
33 2 443 61 539

南部
14 0 111

西部
12 0 99 35 146
11 0 98

0 91 22 121

西部
12 0 71 17 100
12 0 69 15 96

計
72 10 719 144 945
53 2

75 732
22 2 486 59 569

南部
19 4 136 43 202
14 0 118 37 169

851 153 1080
47 2 702 129 880

令和
元年度

中央
31 10 616

令 和
３ 年 度

中 央 0 0 3 1 41 669 132 1 0 2 8 0 8 0

西 部 0 0 0 1
計 0 0 3 3 43 910 145 1 0 3 8 0 11 0 1,127

2 94 7 0 0 0 0 0 1 0 105
0
0

8 0 122 27 157
8 0 114 25 147

西部
9 1 87 8 105
9 1 79 5 94

33 142

計
62 14

計
49 12 956 110 1,127
40 8 779 83 910
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第１０表　　養護相談の理由別処理状況（令和３年度） （単位：件）

第１１表　　障がい相談の年度別相談受付状況

　　　・肢体不自由相談 (単位：件）

　　　　　　　　　　理　由
　
  処遇種類

棄 児
家 出

死 亡 離 婚
傷 病 家 族 環 境

そ の 他 計
（失踪を含む） （入院含む） 虐 待 そ の 他

児童福祉
施設に入所

中央 0 0 1 0 5 23 0 3 32

南部 0 0 0 0 0 8 0 0 8

西部 0 0 0 0 0 9 0 0 9

里親委託

中央 0 0 0 1 0 7 3 0 11

南部 0 0 0 0 0 0 0 0 0

西部 0 0 0 0 0 1 0 0 1

面接指導

中央 0 0 0 0 31 586 121 9 747

南部 0 0 0 0 0 114 6 2 122

西部 0 0 0 0 0 79 7 1 87

その他

中央 0 0 2 0 5 53 8 7 75

南部 0 0 0 1 0 25 0 1 27

西部 0 0 0 1 2 5 0 0 8

計

中央 0 0 3 1 41 669 132 19 865

南部 0 0 0 1 0 147 6 3 157

西部 0 0 0 1 2 94 7 1 105

合計 0 0 3 3 43 910 145 23 1,127

　　　　　        区  分
　
　年  度

新 規 相 談
施 設 措 置 児

特児・障がい
児

就 学 児
計

措 置 延 長 措 置 変 更 福 祉 手 当 等 判 定 意 見 書

令和
２年度

中央 0 0 0 0 0 0

南部 0 0 0 0 0 0

西部 0 0 0 0 0 0

計 0 0 0 0 0 0

平成
29年度

中央 0 0 0 0 0 0

南部 0 0 0 0 0 0

西部 0 0 0 0 0 0

計 0 0 0 0 0 0

平成
30年度

中央 0 0 0 0 0 0

南部 0 0 0 0 0 0

西部 0 0 0 0 0 0

計 0 0 0 0 0 0

令和
元年度

中央 0 0 0 0 0 0

南部 0 0 0 0 0 0

西部 0 0 0 0 0 0

計 0 0 0 0 0 0

0 0 0

令和
３年度

中央 0 0 0 0 0 0

南部 0 0 0 0 0 0

西部 0 0 0

計 0 0 0 0 0 0
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　　　・言語発達障がい等相談 (単位：件）

　　　・重症心身障がい相談 (単位：件）

0

0 3

　　　　　　       区  分
 年  度

言 語 発 達 遅 滞 構 音 障 が い 吃 音 そ の 他 計

平成
30年度

中央 15 1 0 2

0 2 35

　  　　                区　分
　年　度

新 規 相 談 措 置 変 更 療 育 手 帳 判 定 等 計

0 0 0

南部 3 0 0 0 3

西部 6 0 0 8 14

計 9 0 0 8 17

令和
２年度

中央 0

32 0 2 34

南 部 2 0 0 2

西 部 4 0 4 8

計 38 0 6 44

平成
29年度

中央 12 1 0 8 21

南部 33 0 0 1 34

西部 7 0 0 4 11

計 52 1 0 13 66

18

南部 30 0 0 2 32

西部 0 0 0 9 9

計 45 1 0 13 59

0 2

南部 10 0 0 0 10

西部 9 0 0 0 9

計 21 0 0 0 21

平成
29年度

中 央 28 0 4 32

南 部 3 0 2 5

西 部 4 0 4 8

計 35 0 10 45

平成
30年度

中 央 37 0 5 42

南 部 4 0 3 7

西 部 4 0 3 7

計 45 0 11 56

令和
２年度

中 央

令和
元年度

中 央 21 0 2 23

南 部 5 0 5 10

西 部 4 0 6 10

計 30 0 13 43

令和
３年度

中央 0 0 0 0 0

南部 0 0 0 0 0

西部 0 0 0 3 3

計 0 0

令和
元年度

中央 2 0 0

3

令和
３年度

中 央 27 0 0 27

南 部 4 0 1 5

西 部 2 0 1 3

計 33
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　　　・知的障がい相談 (単位：件）

　　　・発達障がい相談 (単位：件）

　　　・視聴覚障がい相談

108

1,629

618

128

618

128

608

85

0 0

南部 26 0 59 0 0 0 0

西部 29 0 52 0 0 0 0

3 0 0 0 0 254

81

計 263 0 511 0 0 0 0 774

　　　　　　   区　分
　年　度

新規相談 措置変更等 療育手帳
特別児童
扶養手当

障がい児
福祉手当

障がい
証明書

就学児判
定意見書

計

令和
２年度

中央 208 0 400 0 0

令和３年度 　3児相とも相談なし。

令 和
２ 年 度

中 央 194 0 1 0 0 0 0 195

南 部 32 0 1 0 0 0 0 33

西 部 25 0 1 0 0 0 0 26

計 251 0

　　　　　　       区　分
  年　度

新規相談 措置変更等 療育手帳
特別児童
扶養手当

障がい児
福祉手当

障がい
証明書

就学児判
定意見書

計

平成
29年度

中央 189 0 435 0 0 0 0

南部 41 0 79 0 0 0 0

西部 19 0 89 0 0 0 0

計 249 0 603

60 0

0

0 0 0 0

平成
30年度

中央 166 0 452 0 0 0 0

南部 52 0 76 0 0 0 0

西部 56 0 65 0 0 0 0 121

計 274 0 593 0 0 0 0 867

令和
元年度

中央 172 0 413 0 0 0 0

南部 52 0 88 0 0 0 0

西部 30 57 0 0 0 0 87

計 254 0 558 0 0 0 0 812

平 成
29 年 度

中 央 241 0 1 0 0 0 0 242

南 部 44 0 0 0 0 0 0 44

西 部 34 0 0 0 0 0 0 34

計 319 0 1 0 0 0 0 320

平 成
30 年 度

中 央 272 0 0 0 0 0 0 272

南 部 19 0 0 0 0 0 0 19

西 部 31 0 0 0 0 0 0 31

計 322 0 0

令 和
元 年 度

中 央 212 0 0 0 0 0 0 212

南 部 36 0 1 0 0 0 0 37

西 部 23 0 0 0 0 0 0

0 0 0 85

計 276 0 592

112

665

0 45

西 部 32 0 0 0 0 0 0

令和
３年度

中央 225 0 462 0 0 0 0 687

南部 26 0 70 0 0 0 0 96

西部 25 0

32

計 304 0 1 0 0 0 0 305

0 0 0 0 868

23

計 271 0 1 0 0 0 0 272

0 0 0 0 322

令 和
３ 年 度

中 央 228 0 0 0 0 0 0 228

南 部 44 0 1 0 0 0
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第1２表　　非行相談の年度別相談受付状況
（単位：件）

第1３表　　非行相談の年度別処理状況
（単位：件）

0 0 3 31 18 13

南 部 0

性 別

男 女

虚

言

持

出

し

脅

迫

・

恐

喝

そ

の

他

計

　　　　　　問題別

　年　度

盗

み

家

出

暴

行

シ

ン

ナ

ー

薬

品

放

火

・

失

火

性

問

題

不

良

交

遊

怠

学

2 7 0 0 1 1 0 0 0

西 部 0 0 0 0 0 0 0 0

1 12 9 3

0 0 0 0 0 0

面 接 指 導
その他

計
施 設 入 所 指　　　　導 送　　　　致

0 0 0 4 43 27 16

1 1 0 8 27 21 6

0 0

計 9 7 9

　　　　　    　　 区　分
　年　度

児 童 福 祉 児童福祉司 訓 戒 ・ 誓 約

0 0 6 8

家庭裁判所

令 和
２ 年 度

中 央 9 5 2 0 0 5 7 0

令 和
２ 年 度

中 央 2 0 0 0 28 1 31

南 部 0 0 0 0 10 2 12

西 部 0 0 0 0 0 0

平 成
29 年 度

中 央 9 3 5 0 6 9 3

西 部 1 0 0 0 3 0 0

0 0 0 1 36 25 11

南 部 5 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 9 6 3

1 0 0 1 6 2 4

計 15 6 5 0 9 9 4 1 0 0 2 51 33 18

平 成
30 年 度

中 央 12 3 4 0 2 3 11

西 部 2 0 1 0 0 0 0

2 0 0 3 40 22 18

南 部 3 0 3 0 0 2 0 0 0 0 0 8 7 1

0 0 0 3 6 6 0

計 17 3 8 0 2 5 11 2 0 0 6 54 35 19

令 和
元 年 度

中 央 8 1 5 0 1 3 1

西 部 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 5 24 16 8

南 部 5 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 8 4 4

0 0 0 1 1 1 0

計 13 1 6 0 1 3 1 1 0 0 7 33 21 12

平 成
29 年 度

中 央 3 0 0 0 31 2 36

南 部 0 0 0 0 7 2 9

西 部 0 0 0 0 5 1 6

計 3 0 0 0 43 5 51

平 成
30 年 度

中 央 2 2 0 1 34 1 40

南 部 4 0 0 0 4 0 8

西 部 2 0 0 0 3 1 6

計 8 2 0 1 41 2 54

令 和
元 年 度

中 央 4 1 0 1 18 0 24

南 部 0 0 0 0 5 3 8

西 部 0 0 0 0 1 0 1

計 4 1 0 1 24 3 33

0

計 2 0 0 0 38 3 43

令 和
３ 年 度

中 央 5 2 0 0 20 0 27

南 部 1 1 0 0 2 1 5

西 部 0 0 0 0 0 0 0

計 6 3 0 0 22 1 32

令 和
３ 年 度

中 央 4 2 2 0 0 4 5

南 部 2 0 1 0 0 0 2

計 6 2 3 0 0 4

西 部 0 0 0 0 0 0 0 0

7 1 1 0 8 32 24 8

0 0 5 3 2

0 0 0 0 0 0
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第1４表　　育成相談の年度別相談受付状況
（単位：件）

第1５表　　育成相談の処理状況(令和３年度)
（単位：件）

0 21

西　部 14 4 2 4 24

し つ け 計
　　　　　　　　　　区分
　年度

性 格 行 動 不 登 校 適 性

2

西　部 20 0 2 0 22

計 93 29

計 108 21 22 4 155

　　　　　　　　　区分
　処理

性 格 行 動 不 登 校 適 性 し つ け ・ 育 児 計

令 和
２ 年 度

中　央 75 15 20 0 110

南　部 19 2 0

面
接
指
導

助　言
指　導

中央 74 12 37 1 124

南部 5 3 0 1 9

西部 5 3 5 1 14

計 84 18 42 3 147

継　続
指　導

中央 26 3 1 0 30

南部 4 0 0 0 4

西部 2 0 0 0 2

計 32 3 1 0 36

他機関
あっせん

中央 0 0 0 0 0

南部 0 0 0 0 0

西部 0 0 0 0 0

計 0 0 0 0 0

児童福祉
施設入所

中央 3 0 0 0 3

南部 0 0 0 0 0

西部 0 0 0 0 0

計 3 0 0 0 3

その他

中央 8 0 0 0 8

南部 1 0 0 0 1

西部 0 0 0 0 0

計 9 0 0 0 9

合計 128 21 43 3 195

1 189

南　部 22 2 2 1 27

15

平 成
28 年 度

中　央 138 20 30

計 180 22 34

24

計 94 25

238

平 成
29 年 度

中　央 58 23 14 2 97

南　部 21 4 1 2 28

西　部 14 2 0 1 17

2 25

計 105

5 142

平 成
30 年 度

中　央 58 17 13 8 96

南　部 22 4 1 0 27

西　部 14 4 0 6

25 19 2 151

14 14 147

令 和
元 年 度

中　央 79 24 9 0 112

南　部 13 1 0 0 14

西　部 13 0 10

令 和
３ 年 度

中　央 111 15 38 1 165

南　部 10 3 0 1 14

西　部 7 3 5 1 16

計 128 21 43 3 195
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第１６表　　調査・診断及び心理療法・ｶｳﾝｾﾘﾝｸﾞ等（令和３年度）

中央児童相談所 （単位：件）

南部児童相談所 （単位：件）

　　　　 内 訳
 
区 分

診

断

指

導

調

査

・

社

会

医学的診断指導 心 理 診 断 指 導 診

断

指

導

そ

の

他

の

心理療法・ｶｳﾝｾﾘﾝｸﾞ等

指

導

診

断

・

検

査

医

学

的

そ

の

他

知

能

検

査

発

達

検

査

人

格

検

査

の

検

査

そ

の

他

察

・

指

導

面

接

・

観

医

師

司

等

児

童

心

理

司

等

児

童

福

祉

の

所

員

そ

の

他

808 1,671 0

（再掲）児童虐待 1,822 0 0 0 43 19 51 4 477 0 1 364 1,065 0

児童 2,984 149 10 0 519

2 16 0

1,115 0 1101 86 9

59 0 0 20 264 0

保護者 6,484 0 0 0 0 0 0 0 815 0 6 207 1,970 0

（再掲）非行 269 0 0 0 8

87 1,382 0

（再掲）非行 503 0 0 0 0 0 0 0 27 0 0 14 361 0

（再掲）児童虐待 4,453 0 0 0 0

0 0 0

167 0 50 0 0

388 0 6 200 2,095 0

（再掲）児童虐待 5,543 0 0 0 0 0 0 0 189 0 2 113 1,208 0

その他 8,753 0 0 0 0

0 328 0

計 18,221 149 10 0 519 101 86 9 2,318 0 13 1,215 5,736 0

（再掲）非行 683 0 0 0 0

19 51 4

10 0 20 0 0

833 0 8 564 3,655 0

（再掲）非行 1,455 0 0 0 8 2 16 0 96 0 2 34 953 0

（再掲）児童虐待 11,818 0 0 0 43

　　　　 内 訳
 
区 分

診

断

指

導

調

査

・

社

会

医学的診断指導 心 理 診 断 指 導 診

断

指

導

そ

の

他

の

心理療法・ｶｳﾝｾﾘﾝｸﾞ等

指

導

診

断

・

検

査

医

学

的

そ

の

他

知

能

検

査

発

達

検

査

人

格

検

査

の

検

査

そ

の

他

察

・

指

導

面

接

・

観

医

師

司

等

児

童

心

理

司

等

児

童

福

祉

の

所

員

そ

の

他

63 759 0

（再掲）児童虐待 729 2 0 0 20 3 20 4 172 0 0 43 477 0

児童 925 27 0 0 110

0 0 0

330 0 026 20 4

20 0 0 15 34 0

保護者 1,866 0 0 0 0 0 0 0 166 0 0 29 799 0

（再掲）非行 72 0 0 0 2

21 545 0

（再掲）非行 83 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 6 32 0

（再掲）児童虐待 1,597 0 0 0 0

0 0 0

42 0 00 0 0

161 0 0 0 799 0

（再掲）児童虐待 2,391 0 0 0 0 0 0 0 138 0 0 0 468 0

その他 2,932 0 0 0 0

0 38 0

計 5,723 27 0 0 110 26 20 4 657 0 0 92 2,357 0

（再掲）非行 116 0 0 0 0

3 20 4

19 0 00 0 0

352 0 0 64 1,490 0

（再掲）非行 271 0 0 0 2 0 0 0 51 0 0 21 104 0

（再掲）児童虐待 4,717 2 0 0 20
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西部児童相談所 （単位：件）

合　　計 （単位：件）

　　　　 内 訳
 
区 分

診

断

指

導

調

査

・

社

会

医学的診断指導 心 理 診 断 指 導 診

断

指

導

そ

の

他

の

心理療法・ｶｳﾝｾﾘﾝｸﾞ等

指

導

診

断

・

検

査

医

学

的

そ

の

他

知

能

検

査

発

達

検

査

人

格

検

査

の

検

査

そ

の

他

察

・

指

導

面

接

・

観

医

師

司

等

児

童

心

理

司

等

児

童

福

祉

の

所

員

そ

の

他

10 542 0

（再掲）児童虐待 67 6 0 0 11 2 18 0 95 0 0 10 495 0

児童 97 27 0 0 68

0 0 0

160 0 018 29 0

1 0 0 0 6 0

保護者 305 7 0 0 0 1 0 0 125 0 0 0 2,241 0

（再掲）非行 0 0 0 0 0

0 2,128 0

（再掲）非行 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0

（再掲）児童虐待 223 0 0 0 0

1 0 0

34 0 00 0 0

95 0 0 0 4,372 0

（再掲）児童虐待 372 0 0 0 0 0 0 0 68 0 0 0 4,174 0

その他 457 0 0 0 0

0 6 0

計 859 34 0 0 68 20 29 0 380 0 0 10 7,155 0

（再掲）非行 0 0 0 0 0

2 18 0

0 0 00 0 0

197 0 0 10 6,797 0

（再掲）非行 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 17 0

（再掲）児童虐待 662 6 0 0 11

　　　　 内 訳
 
区 分

診

断

指

導

調

査

・

社

会

医学的診断指導 心 理 診 断 指 導 診

断

指

導

そ

の

他

の

心理療法・ｶｳﾝｾﾘﾝｸﾞ等

指

導

診

断

・

検

査

医

学

的

そ

の

他

知

能

検

査

発

達

検

査

人

格

検

査

の

検

査

そ

の

他

察

・

指

導

面

接

・

観

医

師

司

等

児

童

心

理

司

等

児

童

福

祉

の

所

員

そ

の

他

881 2,972 0

（再掲）児童虐待 2,618 8 0 0 74 24 89 8 744 0 1 417 2,037 0

児童 4,006 203 10 0 697

2 16 0

1,605 0 1145 135 13

80 0 0 35 304 0

保護者 8,655 7 0 0 0 1 0 0 1,106 0 6 236 5,010 0

（再掲）非行 341 0 0 0 10

108 4,055 0

（再掲）非行 586 0 0 0 0 0 0 0 39 0 0 20 398 0

（再掲）児童虐待 6,273 0 0 0 0

1 0 0

243 0 50 0 0

644 0 6 200 7,266 0

（再掲）児童虐待 8,306 0 0 0 0 0 0 0 395 0 2 113 5,850 0

その他 12,142 0 0 0 0

0 372 0

計 24,803 210 10 0 697 147 135 13 3,355 0 13 1,317 15,248 0

（再掲）非行 799 0 0 0 0

24 89 8

29 0 20 0 0

1,382 0 8 638 11,942 0

（再掲）非行 1,726 0 0 0 10 2 16 0 148 0 2 55 1,074 0

（再掲）児童虐待 17,197 8 0 0 74
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第1７表　　重度加算適否判定の年度別取扱状況
（単位：件）

第１８表　　療育手帳年度別判定処理状況
（単位：件）

第１９表　　一時保護の年度別保護・処理状況
（単位：件）

注)　保護先別の延べ件数

0 0

　　　　 年 度
 区 分

令和３年度

　　　　 年 度
 区 分

認 定 件 数

南部 西部 計

対象施設数 0 0 0 0

令和３年度

中央計

2 2 7 0 0

令和２年度

中央

60 594

　　　　 年 度
 区 分

令和３年度

中央 南部 西部 計

処理件数 94 63 548 403 60 57 520

平成29年度 平成30年度

440 81 64 585

西部 計

0 0

42 14 4 60

1 24

不登校 0 0 0

性行

0

6 0

41 17 6 64

4 1 0 5

0

0 6

触法 1 0 0 1

0 0 3 0 0 3 0 00 1 0 0 1

3 7 0

0 0 0

0障がい 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

00 0 0 0 0 0 0

処

理

状

況

施
設
入
所

児童養護

その他

帰宅

年度末継続保護

計

0 0

保

護

状

況

養護

育成

計

その他

非行
ぐ犯

保護(迷子)

15 5 91

0その他

18 9 102 80 19 12 111 16 10 111 58 27 7 92 71

0

85

17 6 3

知的障がい児

施設入所計

里親

2 0 0

0 0 0

3 0 0

2 3 2 7 4

0 0

0 13 26

児童自立支援 5 1 0 6

2

0

1 76 0

15

4 89

12 3 0

69 16

2 16 11 2

西部 計 中央 南部

37

24 7 3 34

3

0 5 3 1 0 4

0 2 0

0 0 0

0 0

西部 計 中央 南部 西部

30 6 1

平成30年度 令和元年度

0 1 1

0

22 1

0 0 0 0

0 0

中央 南部

中央 南部

462 72

0 018 4 7 29 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0

令和２年度

中央 南部 西部 計 中央 南部 西部 計

1 1 0

平成30年度 令和元年度 令和２年度

中央 南部 西部 計 中央 南部 西部 計 中央 南部 西部 計

令和元年度

445 81 68 594 391

計 中央 南部 西部

10

63 10 10 83 65

2 0 0 2

7 4 1 12

15 10 90

3 1 15

00 1 1 2 3

7 4 0 11 13 0 0 13 11

0

0 3

0

0 0 0 0 0 0 0 0

0

0

0 0 0 0 0 0

0 0 0

0 0

0 0 0

1

10 3 4 17 12 2

0 1 0 1 0 1 1 2 0

19 6 59

0 0 0 0 0

13 8 6 27 16 4 3 23 14 3 0 17

1 1

4 1 14

1132

01 0 1 1 0 010 1 0 0 0 0 0 1

43 8 3

84 17 11 112 58

2

507

4 22 9

54 52 10 4 66 34

26 7 91

23 3 2 28 16

0 0 6 6 1 0 75 0 1 6 6

79 19 11 109

4004

103101875

515 2 22

301227

2002

1001

3003

75

0000

2421 2 1

10316

5104

4022

平成29年度

3

平成29年度

8351563

計西部南部中央

計西部南部中央

南部 西部 計
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第２０表　　一時保護の年度別保護件数及び保護日数 （単位：件）

92

計 92 2,978 8.2 32.4

区 分 保護件数 延日数 1日平均人員 １人平均日数

令 和
２ 年 度

中 央 58 1,898 5.2 32.8

南 部 27 436 1.2 16.8

西 部 7 644 1.8

平 成
29 年 度

中 央 75 1,301 3.6 17.3

南 部 18 189 0.5 10.5

西 部 9 202 0.6 22.4

計 102 1,692 4.6 16.6

平 成
30 年 度

中 央 80 2,314 6.3 28.9

南 部 19 304 0.8 16

西 部 12 206 0.6 17.1

計 111 2,824 7.7 25.4

令 和
元 年 度

中 央 85 1,941 5.3 22.8

南 部 16 332 0.9 20.8

西 部 10 274 0.8 27.4

計 111 2,547 7 23.0

令 和
３ 年 度

中 央 71 2,301 6.3 32.4

南 部 15 391 1.1 26.1

西 部 5 145 0.4 29.0

計 91 2,837 7.8 31.2
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第２１表　　移動児童相談の実施状況(令和３年度)

　　　・在宅心身障がい児を対象とした移動児童相談

　　　 中央児童相談所

　　　 南部児童相談所

　　　 西部児童相談所

第２２表　　１歳６か月児・３歳児精神発達精密健診及び事後指導の状況

・年度別実施状況 　 （単位：回・人）

1 0 2 3

0 0 10 10 0 0 2 2 1 0 4 5 1 0 2 3

0

0 3 4

1 16

0 10 10 0 0 2 2 1

126 23 5 20 6 31 1

0 4 5

5 20 6 31 1 12 8 21 1

2 3 2 0 0 2

0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 3 2 0 0 2

0 0 0 0 0 0 0 0 1

46 13 1 8 2 11 1

0

5 10 2 2 4 8

1 6 6 13 1 8 2 11 1 4 5 10 2 1 4 7

1 6

平成29年度 平成30年度 令和元年度 令和２年度

中央 南部 西部 計 中央 南部 西部 計 中央 南部 西部 計 中央 南部 西部 計

実　施　日　数 相　談　件　数 対　象　福　祉　事　務　所　名

日 件

7 40 吉野川市、阿波市、小松島市

実　施　日　数 相　談　件　数 対　象　福　祉　事　務　所　名

日 件

1 1 美波町

実　施　日　数 相　談　件　数 対　象　福　祉　事　務　所　名

日 件

11 24 三好市

令和３年度

中央 南部 西部 計

１
歳
６
か
月
児

精
密
健
診

回数 1 0 1

　　　　　年 度
 区 分

2

人員 1 0 1 2

事
後
指
導

回数 1 0 1 2

人員 1 0 1

３
歳
児

精
密
健
診

回数

人員

事
後
指
導

回数

人員 1 0 2

8 21 1 0 3 4

1 16 6 23

3

3

2

1 0 2 3

1 0 2

1 0 2

3
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第２３表　　関係機関との連携・支援等の状況（令和３年度）

　・会議等（連携会議・処遇会議等）

中央児童相談所

南部児童相談所

西部児童相談所

主 催 者
回　　　　　　　　　　数

相談業務 判定業務 計

児 童 相 談 所 29 3 32

福 祉 事 務 所 ・ 市 町 村 111 5 116

保 健 所 1 0 1

教 育 関 係 機 関 38 11 49

警 察 関 係 機 関 1 0 1

裁 判 所 0 0 0

児 童 福 祉 施 設 6 7 13

そ の 他 24 6 30

計 210 32 242

主 催 者
回　　　　　　　　　　数

相談業務 判定業務 計

児 童 相 談 所 22 0 22

福 祉 事 務 所 ・ 市 町 村 14 4 18

保 健 所 0 0 0

教 育 関 係 機 関 10 3 13

警 察 関 係 機 関 4 0 4

裁 判 所 0 0 0

児 童 福 祉 施 設 5 0 5

そ の 他 16 3 19

計 71 10 81

主 催 者
回　　　　　　　　　　数

相談業務 判定業務 計

児 童 相 談 所 16 1 17

福 祉 事 務 所 ・ 市 町 村 62 3 65

保 健 所 0 0 0

教 育 関 係 機 関 2 4 6

警 察 関 係 機 関 2 0 2

裁 判 所 0 0 0

児 童 福 祉 施 設 4 0 4

そ の 他 23 1 24

計 109 9 118
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　・関係機関等からの要請に基づく研修会等への講師派遣状況

中央児童相談所

注）連絡会議等と同時開催された研修会等含む。

南部児童相談所

注）連絡会議等と同時開催された研修会等含む。

西部児童相談所

注）連絡会議等と同時開催された研修会等含む。

第２４表　　おもちゃ図書館利用状況（令和３年度） (単位:人）

派 遣 先
回　　　　　　　　　　数

相談業務 判定業務 計

福 祉 関 係 機 関 3 20 23

保 健 関 係 機 関 0 0 0

教 育 関 係 機 関 2 5 7

警 察 関 係 機 関 5 0 5

そ の 他 15 1 16

計 25 26 51

派 遣 先
回　　　　　　　　　　数

相談業務 判定業務 計

福 祉 関 係 機 関 0 0 0

保 健 関 係 機 関 3 0 3

教 育 関 係 機 関 0 0 0

警 察 関 係 機 関 0 0 0

そ の 他 9 0 9

計 12 0 12

派 遣 先
回　　　　　　　　　　数

相談業務 判定業務 計

福 祉 関 係 機 関 1 0 1

保 健 関 係 機 関 1 0 1

教 育 関 係 機 関 0 0 0

警 察 関 係 機 関 0 0 0

そ の 他 4 0 4

計 6 0 6

利用者数 一日平均利用者 備　　　　　考

大　　　人 0 新型コロナウイルス感染
拡大対策のため、休館
とした。子　ど　も 0

計 0 0
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第２５表　　児童福祉施設への措置状況（令和３年度）

中央児童相談所 （単位：か所・人）

注）（　　）内は県外施設分

南部児童相談所 （単位：か所・人）

注）（　　）内は県外施設分

自 立 援 助 ホ ー ム 0 0 0 0

計 46 9 9 46

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　区　分
施設種類

前 年 度 末 当年度中の増減 年 度 末

措 置 児 童 数 入所数 退所数 措 置 児 童 数

児 童 養 護 施 設 123 19 29 113
4

知 的 障 が い 児 施 設 22 8 9 21
1

肢 体 不 自 由 児 施 設
　

0 0 0 0

重 症 心 身 障 が い 児 施 設 4 0 0 4
1

児 童 心 理 治 療 施 設
(1)

1 0 1 0

指定医療機関（重症心身障がい
児 ）

0 0 0 0
1

指定医療機関（肢体不自由児） 0 0 0 0
1

乳 児 施 設 13 8 8 13
1

児 童 自 立 支 援 施 設 3 5 3 5
1

フ ァ ミ リ ー ホ ー ム 2 0 1 1
1

計 168 40 51 157

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　区　分
施設種類

前 年 度 末 当年度中の増減 年 度 末

措 置 児 童 数 入所数 退所数 措 置 児 童 数

児 童 養 護 施 設
(1)

34 8 7 35
2

知 的 障 が い 児 施 設 5 0 1 4
1

肢 体 不 自 由 児 施 設 0 0 0 0

重 症 心 身 障 が い 児 施 設 1 0 0 1

児 童 心 理 治 療 施 設 0 0 0 0

指定医療機関（重症心身障がい
児 ）

0 0 0 0

指定医療機関（肢体不自由児） 0 0 0 0

乳 児 施 設 3 0 0 3

児 童 自 立 支 援 施 設 0 1 1 0

フ ァ ミ リ ー ホ ー ム 3 0 0 3
1

自 立 援 助 ホ ー ム 0 0 0 0
1
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西部児童相談所 （単位：か所・人）

注）（　　）内は県外施設分

第２６表　　里親委託の状況（令和３年度） 　　（単位：人）

自 立 援 助 ホ ー ム 0 0 0 0

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　区　分
施設種類

前 年 度 末 当年度中の増減 年 度 末

措 置 児 童 数 入所数 退所数 措 置 児 童 数

児 童 養 護 施 設 23 6 5 24
1

知 的 障 が い 児 施 設 17 3 2 18
1

肢 体 不 自 由 児 施 設 0 0 0 0

重 症 心 身 障 が い 児 施 設 0 0 0 0

児 童 心 理 治 療 施 設 0 0 0 0

指定医療機関（重症心身障がい
児 ）

1 0 0 1

指定医療機関（肢体不自由児） 0 0 0 0

乳 児 施 設 3 0 2 1

0 0 0 0

フ ァ ミ リ ー ホ ー ム 0 0 0 0

計 30 12 10 32

中　　　央 21 11 6 26

南　　　部 6 0 3 3

西　　　部 3 1 1 3

計 44 9 9 44

前年度末委託児数
当　年  度　中　の　増　減

年度末委託児数
新規委託 委託解除

児 童 自 立 支 援 施 設
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第２７表　　児童福祉施設一覧

（１）　　児童養護施設 （令和３年４月１日現在）

（２）　　福祉型障がい児入所施設

（３）　　児童発達支援センター

（４）　　医療型障がい児入所施設

設　置　主　体 定員 所　　　在　　　地

施　設　の　名　称 設　置　主　体 定員 所　　　在　　　地

板野郡松茂町広島鍬の先２３－１

社会福祉法人

電　　話

小松島市中田町新開４－１

０８８５

徳 島 県 支 部 　３２－０９０３

　　　人

140

電　　話

社会福祉法人
小松島市横須町１１－７

０８８５

大 麻 福 祉 の 町   ３２－６０８４

　　　人

10

30

社会福祉法人

50 阿南市羽ノ浦町中庄ミタテフ３
宝 田 寮

30 三好郡東みよし町加茂２０４0

海部郡美波町北河内本村３４４－１

60
徳島市国府町中３６９－１

　　　人

定員 所　　　在　　　地

40 徳島市国府町西矢野字源田７８０
常 楽 園

社会福祉法人
30 鳴門市里浦町里浦字坂田４１５ｰ1

寿 福 祉 会

40 阿南市宝田町井関15４－3

設　置　主　体

社会福祉法人

徳島県社会福祉事業団

定員 所　　　在　　　地

社会福祉法人

矯 風 会
60 徳島市川内町大松８３７番１

徳島市福島１－６－６２

施　設　の　名　称 設　置　主　体

社会福祉法人

財団法人
た ち ば な 学 苑

愛 泉 会

社会福祉法人

た ち ば な 学 苑

社会福祉法人
宝 田 寮

加 茂 愛 育 園

障 害 児 入 所 施 設
未 来

施　設　の　名　称

施　設　の　名　称

障 害 者 地 域 生 活
自 立 支 援 セ ン タ ー
「ばんそうＳ＆Ｓ」児童部

電　　話

０８８４

　７７－０４３４

池 田 学 園 40

０８８

徳島赤十字ひのみね総
合 療 育 セ ン タ ー

柏 涛 会

仁 栄 会 ６９９－２２００

社会福祉法人

三好市池田町州津井関１１０４－１１
池 田 博 愛 会

30

日本赤十字社

０８８

６４２－４０４０

０８８３

　７２－５２２３

０８８３

　７２－０４９０

０８８

　４４－２６７５

０８８３

　８２－３１４７

６８３－１２０１

０８８４

　２２－３２２９

０８８４

電　　話

０８８

６５２－６６４９

０８８

０８８

６４２－０１５７
常 楽 園

鳴 門 子 ど も 学 園

阿 波 国 慈 恵 院
社会福祉法人

阿 波 国 慈 恵 院

　　　人

90

徳 島 児 童 ホ ー ム
６６６－２８２８

三好市池田町州津井関１１０４－１１

社会福祉法人

児童発達支援センター
め だ か

ね む の き

児童発達支援センター
す ぎ の こ

池 田 博 愛 会

30

50



（５）　　指定医療機関

（６）　　乳児院

（７）　　児童自立支援施設

定員 所　　　在　　　地

独立行政法人
12 吉野川市鴨島町敷地１３５４

国 立 病 院 機 構

設　置　主　体 定員 所　　　在　　　地

設　置　主　体 定員 所　　　在　　　地

日本赤十字社
小松島市中田町新開２－２

24

０８８５

徳 島 県 支 部   ３２－０５５５

　　　人

45

鳴門市大麻町板東字広塚３５
０８８

６８９－１１２１
徳　　島　　県

　　　人

　２４－２１６１

独立行政法人
板野郡板野町大寺字大向北１－１

０８８

国 立 病 院 機 構 ６７２－１１７１

　　　人

156

設　置　主　体

東 徳 島 医 療 セ ン タ ー

徳 島 赤 十 字 乳 児 院

施　設　の　名　称

徳 島 学 院

徳 島 病 院

施　設　の　名　称

施　設　の　名　称

電　　話

電　　話

電　　話

０８８３
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Ⅲ　女性支援部門の概要
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Ⅲ　女性支援部門の概要

　1　業務の内容

　県民のＤＶ問題等に対する理解を広めるため，啓発活動を行います。

　○啓発冊子の作成，配布

　○「女性に対する暴力をなくす運動」期間（１１月１２日～２５日）を含む

　１１月・１２月の「『ストップDV』強化推進月間」中における講演会や街頭啓発

　○研修会等の機会を利用した啓発

　相談内容に応じた助言や必要な情報を提供するとともに，関係機関と連携しなが

ら自立に向けた必要な支援を行います。

　○各種制度・施策の活用，社会福祉施設の活用

　○ハローワーク等の紹介，住宅等に関する情報の提供

　○保護命令制度の利用援助

　○裁判所等関係機関への同行支援

　○各種証明の発行による支援

　○専門医によるこころの相談（月１回・要予約）の実施

　○弁護士による法律相談（月１回・要予約）の実施

  ○よりそいの樹とくしま

    ・医療的支援（診察, 緊急医療, 性感染症検査・治療薬の処方等）

　　・捜査関連支援

　　・心理的支援（カウンセリング）

　　・法的支援（法律相談）

(3) 一時保護
　配偶者からの暴力等により緊急避難が必要な場合や，相談において保護する必要

があると判断したときは，短期間保護します。この間，支援を必要とする女性に対

しては，自立に向けた支援を行います。

(4) 啓発活動

(2) 助言・支援

　売春防止法に基づく「婦人相談所」，また，配偶者からの暴力の防止及び被害者の

保護等に関する法律に基づく「配偶者暴力相談支援センター」としての業務を行い，

保護を必要とする女性や，配偶者から暴力を受けている女性に対して広く相談に応じ

るとともに，自立のための必要な支援を行います。

　なお，平成２５年６月に「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法

律」が改正されたことに伴い，平成２６年１月より生活の本拠を共にする交際相手か

らの暴力及びその被害者についても，配偶者暴力防止法の対象となっています。

　また, 平成２８年７月から, 性暴力被害者への総合的な支援を行うために, 性暴力

被害者支援センター「よりそいの樹とくしま」を開設し相談支援を行っています。

(1) 相談
　夫等の暴力，家族関係や人間関係，離婚問題，経済問題や, 性暴力被害など，女
性の抱える様々な問題について相談に応じています。また，必要に応じ関係機関を
紹介します。

○電話相談

　女性支援相談員が電話による相談に応じています。

○面接相談

　相談希望者の来所面談に応じています。（予約制となっています。）
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　２　令和３年度業務実績

＜再掲＞

＊ＤＶ：配偶者（元夫・内縁を含む）及び生活の本拠を共にする交際相手（元交際相手を含む）からの暴力
被害相談。（交際相手については平成26年1月3日より。）ＤＶの定義については以降同じ。

3 19

相談業務

20 8 10 38

630 110 87 827

311 73 38 422

32 5 8 45

4 1 6 11

0 1 2

290 2,884

1,056 473 204 1,733

496 9 22 527

16 40 20 76

6 30

25 85 37 147

10 76 34 120

7 2 0 9

0 9 3 12

3 6

1,622 351 190 2,163

785 239 120 1,144

461 4 19 484

14 26 9 49

西部 計

303 208 63 574

261 158 50 469

28 3 3 34

2 5 8 15

交際相手（準用外）からの暴力（再掲）

ＤＶ（再掲）

障がい者（再掲）

外国人（再掲）

交際相手（準用外）からの暴力（再掲）

ＤＶ（再掲）

障がい者（再掲）

外国人（再掲）

交際相手（準用外）からの暴力（再掲）

中央 南部

0 3

20 4

1

15 1

1,950 644

84 589

1,056

(1)

①相談件数
　令和３年度の相談件数は2,884件，うちＤＶに関する相談は1,733件で，60.1％

をしめています。

　相談形態別では電話による相談が75.0％を占めています。

西部 計南部 西部 計 中央 南部中央

計
（
延
べ
件
数
）

計
（
実
人
員
）

ＤＶ（再掲）

障がい者（再掲）

外国人（再掲）

交際相手（準用外）からの暴力（再掲）

ＤＶ（再掲）

障がい者（再掲）

外国人（再掲）

ＤＶ相談 その他相談 計

来
所

電
話

そ
の
他

交際相手（準用外）からの暴力（再掲）

ＤＶ（再掲）

障がい者（再掲）

外国人（再掲）

電話による相談

電話相談以外

計

西部南部 計 中央

70 1,019

57 59 16 132

894 171

1,622 351 190 2,163

328 293 100 721

1,950 644 290 2,884

837 112

473 204 1,733 86 1,151

785 239 120 1,144

271 234
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978

令和３年度

1,950

644

290

2,884

1,056

473

204

1,733

54.2%

73.4%

70.3%

60.1%

894

171

86

1,151

55.7%

81.0%

79.5%

62.7%

1,035

91

92

1,218

78.2%

79.0%

64.5%

832

101

101

1,034

57.7%

令和２年度

1,902

548

314

2,764

1,122

450

214

1,786

59.0%

82.1%

68.2%

64.6%

780

98

100
その他相談

割合

平成29年度

2,232

496

415

計

南部

中央

中央

南部

西部

計

中央

3,143

1,169

282

306

1,757

52.4%

56.9%

73.7%

西部

計

55.9%

1,063

214

109

1,386

令和元年度

1,967

464

481

2,912

1,135

363

380

1,878

相談総数

ＤＶ相談

平成30年度

2,337

479

448

3,264

1,302

388

356

2,046

南部

西部

計

中央

南部

西部

②相談件数の推移
　相談件数は昨年に比べやや増加していますが、ＤＶ相談の割合は減少していま

す。

3,143 3,264
2,912 2,764 2,884

1,757
2,046

1,878 1,786 1,733

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

H29 H30 R1 R2 R3

相談件数の推移

総数 再)ＤＶ相談

（件）

（年度）
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③相談者の状況

ア　主訴別

　夫との関係が最も多く，58.5％を占めています。相談別にみると，ＤＶ相

談においては，夫等の暴力が30.2％，離婚問題が28.8％で，全体の約6割弱

を占めています。また，その他の相談では，人間関係（その他）の相談が多

くなっています。

夫
と
の
関
係

1 46

主　訴
ＤＶ相談 その他相談 計

中央 南部 西部 計 中央 南部 西部 計 中央 南部 西部 計

0 0 0 0 0 0 0

夫等の暴力

酒乱・薬物中毒

離婚問題

その他

1,056 473 204 1,733 894 171 86 1,151

284 241 20 545

468 69 1 538 78 2 1 81 546 71 2 619

248 232 19 499 36 9

1,950 644 290 2,884

303 81 139 523 1 0 0 1 304 81 139 524

0 0 0 0 0

0 0 0 0

18 13 30 1 44

2 1 1 0

0 0 0

帰住先なし 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

そ
の
他
人
間
関
係

不純異性交遊 0 0 0

売春強要 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0

11 109 2 0

住
居

住居問題 2 24 0 26 11 6 1

0 0

111 111

0 0 0 0

0 6 2 5 1 8

2 2 0 0 2

医
療
関
係

病気 0 0 0 0 1 1 0

妊娠・出産 0 0 0 0 2 0 0

その他 2 9 0 11 0 122

1 0 1 2
経
済
関
係

生活困窮 1 7 36 44 2 8 0

求職 0 1 0 1 0 1 0

2

精神的問題 1 0 1 2 1 5

0 0 0

その他 0 0 0 0

1 0 2 0 2

その他 0 0 0 0 10 4 4 18 10 4 4 18

10 3 15 36 54

借金・サラ金

0 2 8 10 13 8 8

同性交際相手の暴力 0 0 0 0 0 0 0 0 0

19 3 2 24 19 3 2 24

親
族
と
の

関
係

親の暴力 0 2 0 2 27 4 4

他の親族の暴力 0 0 0 0 15 4 4

29 13 10 16 39交
際
相
手

と
の
関
係

交際相手の暴力

子
ど
も
と
の

関
係

子どもの暴力 0 0 0 0 13 1 1

23 15 4 4 23

その他 9 2 0 11 66 3 1 70 75 5 1 81

35 27 6 4 37

70 31 51 12 94その他 8 16 0 24 23 35 12

15 13 1 1 15

養育困難 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1

そ
の
他
人
間
関
係

その他の者の暴力 0 0 0 0 108 19 20

家庭不和 0 1 0 1 3 1 0

ストーカー被害 0 0 0 0 2 0

0 41 350 54 2527 470

147 108 19 20 147

男女問題 0 0 0 0 2 1 1 4 2 1 1 4

0 2 2 0 0 2

54 3 2 0

その他 14 429 364 81 25

0 0 0 0 1 0 1 2

0 0 0 0

売春勧誘 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ヒモ・暴力団関係 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0人身取引 0 0 0 0 0 0 0 0

計
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イ　年齢別

　ＤＶ相談では，30歳代が最も多く，次に40歳代，20歳代の順となっていま

す。その他相談においては，40歳代が最も多く，60歳以上，30歳代の順と

なっています。
ＤＶ相談 その他相談 計

中央 南部 西部 計 中央 南部 西部 計 中央 南部 西部 計

637 185 124 946

５０歳代 91 31 10 132 73 15 20 108 164 46 30 240

４０歳代 330 167 117 614 307 18 7 332

１８歳未満 0 0 0 0 21 17 23 61 21 17 23 61

１８～１９歳 2 0 0 2 19 1

357 213 45 615 98 85 4

1 21 21 1 1 23

２０歳代 161 22 16 199 52 2 9 63 213 24 25 262

187 455 298 49 802３０歳代

291 46 25 362

不明 39 7 2 48 109 20 11 140 148 27 13 188

６０歳以上 76 33 14 123 215 13 11 239

1,950 644 290 2,884

ウ　面接相談者の経路別

　本人からの相談が全体の45.7％と半数近くを占めており，ついで他の相談

機関（市町村・児童相談所等）の順となっています。

中央 南部 西部 計 中央 南部 西部 計 中央 南部 西部 計 中央 南部 西部 計

ＤＶ相談

計 1,056 473 204 1,733 894 171 86 1,151

民間シェルター

その他相談 計

再掲：新規来所者実人員

本人

警察

法務関係

16 5 46 12 11 1 24 37 27 6 70

2 2 12 4

0 0 0 0 2 0

0

知人・縁故

ＤＶセンター

その他

計

60 47 14 121 25

14 3 4 21 8

3 0 2 5 2

0 0 0 0 0

他の婦人相談所

他の婦人相談員

福祉事務所

他の相談機関

社会福祉施設

医療機関

教育機関

労働関係

0 4 12 2 2 16

11 3 1 15 4 3 1 8 3 0 0 3 7 3 1 11

5 32

0 0 0 0 0 0 0 0 0

2 4

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 2 4

1 0 2 2 1 0 3

1 0 1 2 0 0 0 0 1

0 0

52 3 8 63 18 1 4 23 7 1 1 9 25 2

0 0 0 0 0 0 0

0 1 1 2 0 1 0 1 0

0 0 1 1 0 0 1

2 1 0 3 1 0 0 1 1

1 2 5 12 7 3 22

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 1 1 0 1 1 2

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 2 2 0 4

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

14 7 4 25 10 6 1 17 2

14 5 49 100 45 20 165162 68 35 265 70 31 15 116 30

0 0 0 0 0 0 0

5 3 0 8 2 2 0 4 0
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中央

南部

西部

計

件　数

配偶者
離婚済み

生活の本拠を共にする
計

届出あり 届出なし 届出不明 交際相手 元交際相手

883 3 0 158 12 0 1,056

365 0

108 0 0 88 1 7 204

1,356 3 0 346 21 7 1,733

0 100 8 0 473

5 5 39 96 45 47 188

オ　ＤＶ相談における加害者との関係

　婚姻関係にある者が，78.2％となっています。法改正（H26.1.3 施行）に

より生活の本拠を共にする交際相手等もＤＶ法対象となっています。

計 1,056 473 204 1,733 894 171 86 1,151 1,950 644 290 2,884

情報提供 21 3 7 31 9 0 3 12 30 3 10 43

報告・連絡 67 40 42 149 29

一時保護 10 2 0 12 2 1 0 3 12 3 0 15

その他 7 2 26 35 5 1 2 8 12 3 28 43

文書作成支援 0 2 7 9 0 0 0 0 0 2 7 9

同行支援 1 46 9 56 5 4 1 10 6 50 10 66

他機関紹介 2 2 0 4 12 1 0 13 14 3 0 17

来所面接予約 172 42 19 233 44 26 5 75 216 68 24 308

助言・指導 716 243 63 1,022 505 65 23 593 1,221 308 86 1,615

傾聴 60 91 31 182 283 68 47 398 343 159 78 580

エ　処理状況

　相談全体では，助言・指導が最も多く1,615件（56.0％）で、相談内訳の

助言・指導を見るとＤＶ相談で1,022件（59.0％），その他相談でも593件

（51.5％）となっています。次いで傾聴の580件（20.1％）が多く，併せて

全体の76.1％を占めています。
ＤＶ相談 その他相談 計

中央 南部 西部 計 中央 南部 西部 計 中央 南部 西部 計

届出あり
78.2%

離婚済み
20.0%

交際相手
1.2%

届出なし
0.2% 届出不明

0.0%

元交際相手
0.4%

ＤＶ被害者と

加害者の関係
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身体的暴力 精神的暴力 経済的暴力 社会的暴力 性的暴力 計

972 1,660 827 782 519 4,760

632 1,007 517 424 282 2,862中央

南部

西部
件　数

計

244 453 180 193 150 1,220

96 200 130 165 87 678

カ　ＤＶ相談者における受けた暴力の種類（重複回答あり）

　暴力件数は，4,760件となり，重複して暴力を受けていることや，身体

的，精神的暴力の割合が高いことが特徴として見られます。

2 2 5 8 15

ＤＶ被害者 その他の者 計

中央 南部 西部 計 中央 南部 西部 計 中央 南部 西部 計

40 14 69 1 0 6 7 16 40 20 76

電話相談延べ人数 13 26 5 44 1 0 4 5 14 26 9 49

来所相談延べ人数 2 5 6 13 0 0 2

一時保護者数(実人数) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

④外国人への支援
　外国語を母国語とする女性からの相談にも対応しています。意思疎通が困難で

ある場合や，日常会話には支障がなくても各種手続きや法律用語等の中には，母

国にない概念もあるため，必要に応じて通訳を交えて支援しています。

⑤法律相談
　弁護士による法律相談を毎月１回実施するほか，随時，弁護士事務所への同行

支援を行っています。

その他(同行支援)
延べ人数 0 9 3 12 0 0 0 0 0 9 3 12

計 15

場　　所

定例相談

随時相談（同行支援）

専門相談

中央 南部 西部 計

相談件数

15 5 0 20

7 12 2 21

0 0 0 0

中央こども女性相談センター

法テラス・弁護士事務所

972 

1,660 

827 

782 

519 

身体的暴力

精神的暴力

経済的暴力

社会的暴力

性的暴力

ＤＶ相談者が受けた暴力の種類と件数 （件）
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⑥こころの相談
　希望する相談者に対し，毎月１回，嘱託精神科医による精神相談・助言指導を

行っています。

計

5 0 16 中央こども女性相談センター

8 7 3 26 103

18 0

相談件数
場　　所

3 0 2 0 5 22

83 9 11 10 3 37 153

（通数）
住
民
基
本
台
帳
事

務
に
お
け
る
支
援

措
置
申
出

医
療
保
険
関
係

年
金
関
係

児
童
手
当
関
係

公
営
住
宅
入
居
に

係
る
一
時
保
護
証

明 そ
の
他

計

中央

11

南部 西部

中　央 南　部 西　部 計

世　帯

人　数

0 3 0 3

0 5 0 5

⑦証明書等発行状況
　安全確保や生活再建に必要な各種証明書の発行を行っています。

⑧ステップハウス
　配偶者等と離別して自立の意思を持つＤＶ被害者に対し，仮住居の提供や生活

用品の貸与を行うとともに，自立に向けた相談や支援を行うことで早期自立を促

進するため，県では，徳島県母子寡婦福祉連合会にステップハウスの運営を委託

し，自立支援事業を実施しています。

中央

南部

西部

計

53 6

3 1 0 6 28

12
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夫

0

0

0

0

0

0

0

0

0

12

令和３年度

夫等の暴力

離婚問題

子どもの暴力

親の暴力

他の親族の暴力

交際相手の暴力

 その他交際相手との人間関係

その他の者の暴力

その他人間関係

住居問題

帰住先なし

経済的問題

医療問題

人身取引被害

計

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

7

令和元年度

中央

4

0

0

2

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

7

令和２年度

南部西部 計 南部西部

0 0

0

1

平成30年度

1

0

0

0

0

0

0

1

1

0

0

計

3

南部

1

0 0 0 0 0 0

0

0

0 0 1 0 0 0

12

中央

0 0 0 0 0 0 0 0

5 0 17

(2) 一時保護業務

①一時保護件数（それぞれ前年度からの継続保護者を含む）

　一時保護の入所件数は17件で，ＤＶ被害者の割合は82.4％となっています。

区分　　　　　年度

7 (3）

平成29年度 平成30年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度

件　数

中央

計

(1)

5 (1)

5

割合

0

3

(1)

82.4%

(1)

(1)

計

0 0 01 0 1

南部西部 計 西部

平成29年度

中央

9

0

0 14

17 (2)

南部

中央

西部

9 (1)

6

計 81.8%

夫等の暴力によるＤＶ被害者の保護は14件で，82.4％を占めています。

83.3%

66.7% 0.0%

(1)

1

1

60.0%

13

1

2

1

7 (1)

5 (1)

3

80.0% 80.0%

中央 75.0% 75.0% 85.7%

西部 100.0%

計

西部

南部

12 (1）

3

(2）

78.9% 76.5% 66.7%

(1)

18 (2) 15

(1)

22 (5)

712

3 (1）

4 (1)

19 (2）

9

3 (1）

6

3

3

4

(1)

75.0% 80.0%

南部
その他相談

中央

西部

3

1 (1)

0

4

15 (2)

4

4 (1)

2

10 (1)

3

57.1%

南部 85.7% 100.0%

(2)

3

3 (1)
ＤＶ被害者

ア　一時保護となった理由

②一時保護者の状況

12 （0）

5 (2)

0

17

10

4 (2)

0

14

2

5 (1)

1

(1)

0

1

4計

計 南部中央

6

0

中央

10

0

5 3 17 3 15 4 13 2 10

0 0 0 1 0 1

9

0

＊一時保護委託：（）内再掲

4

西部

0 0 0 00 0 1 0

3 4 4

0 0 0

0 1

0 0 1 0 1 1 1 0 1 0 0 2 0 0 1

0

1

0 1 0 0 0 1 1 2 0 0 1 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 10

0

0

00 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0

0 0 0 0 0 0 00

0 0 0

0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 00

1

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 01

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

7 3 22 3 4 19 5 5 17 5 3 1512

0 0 0

0 0 0 0 0 1 0
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本人 1 0 0 0

計

1 0 1 0 1 1 1

0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

他の婦人相談所 0

2

イ　一時保護となった経路

　警察経由での一時保護件数が最も多く15人，本人自らが２人となっていま

す。
ＤＶ被害者 その他の者 計

中央 南部 西部 計 中央 南部 西部 計 中央 南部 西部

0

0 0 0 0

医療機関 0 0 0 0 0 0 0

社会福祉施設 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

教育機関 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

労働関係 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

民間シェルター 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

知人・縁故 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ＤＶセンター 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

計 10 4 0 14 2 1 0 3 12 5 0 17

警察 9 4 0 13 2 0 0 2 11 4 0 15

法務関係 0 0 0 0 0

他の相談機関 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

他の婦人相談員 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

その他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

福祉事務所 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

14 

1 

1 

1 

0 2 4 6 8 10 12 14 16

夫等の暴力

子の暴力

親の暴力

他の親族の暴力

一時保護となった理由（R3年度） （人数）

18
15 13

10
14

4
4

4 5
3

0

5

10

15

20

25

H29 H30 R1 R2 R3

一時保護者数の推移

ＤＶ被害者 その他の者

（人）
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計 17 4 0 21 0 0 0 0 17 4 0 21

高校生以上未成年者 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

成人 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

小学生 6 2 0 8 0 0 0 0 6 2 0 8

中学生 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1

乳児 2 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 2

幼児 8 2 0 10 0 0 0 0 8 2 0 10

オ　同伴児（者）の区分

ＤＶ被害者 その他の者 計

中央 南部 西部 計 中央 南部 西部 計 中央 南部 西部 計

　同伴児(者）数は21名で，幼児が10名，小学生が8名でした。

計 10 4 0 14 2 1 0 3 12 5 0 17

　児童等を同伴して入所した件数は10件で，同伴児（者）１人が3件，2人が

5件，4人以上が2件となっています。

１人

２人

３人

４人以上 2 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 2

3 2 0 5 0 0 0 0 3 2 0 5

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

同伴児(者)あり 8 2 0 10 0 0 0 0 8 2 0 10

3 0 0 3 0 0 0 0 3 0 0 3

同伴児(者)なし 2 2 0 4 2 1 0 3 4 3 0 7

計 10 4 0 14 2 1 0 3 12 5 0 17

エ　一時保護した者の同伴児（者）別

ＤＶ被害者 その他の者 計

中央 西部 計 中央 南部 西部 計 中央 南部 西部 計

６０歳代以上 1 0 0 1 0 1 0 1 1 1 0 2

４０歳代 2 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 2

５０歳代 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1

２０歳代 5 0 0 5 0 0 0 0 5 0 0 5

３０歳代 2 4 0 6 0 0 0 0 2 4 0 6

１８歳未満 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

１８～１９歳 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1

ＤＶ被害者 その他の者 計

中央 南部 西部 計 中央 南部 西部 計 中央 南部 西部 計

南部

ウ　一時保護した者の年齢別

30歳代が6人，20歳代が5人となっています。
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21～30日
人員

延べ日数

31日以上
人員

延べ日数

合計
人員

延べ日数

退所移送 計面接 同行
問合わせ・

連絡
引越援助 その他

キ　一時保護した者への支援

支援回数は293回となっており，安全確保や自立に向けて面接を行うほか，

関係機関との連絡調整・法的手続き等の同行などが上位を占めています。

0 0 0 0

0 0 0 0

0

0

6～10日
人員

延べ日数

1～5日
人員

延べ日数

11～15日
人員

延べ日数

16～20日
人員

延べ日数

3 3 0 6

1

5

カ　一時保護日数

　平均保護日数は，7.9日となっています。（保護委託日数を含む。）

ＤＶ被害者 その他の者 計

11 10 0 20 1 2 0 3

1 0 2 4 4 0

中央 南部 西部

12 12

南部 西部 計

2

0 0 5 6 0 0 6

0 0 1 2 0 0

1

計 中央 南部 西部 計 中央

0 24

8

0 84 15 0 99

0 0 1 1

0 7

84 15 0 99 0 0 0

0 0 0 0 6 1

11 0 0 11

6 1 0 7

0 0 0 0 0

0

0

0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 00 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 00 0 0 0 0

0 0 0 0 0

10 4 0 14

0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

延
支
援
回
数

中央 113 14 61 6 0 58 252

南部 5 3

平均保護日数 10.0

26 3 2 2 41

西部 0 0 0 0 0 0 0

計 118 17 87 9

7.92.0 0.0 3.0 8.9 5.4 0.06.3 0.0 8.9 3.5

0 9 107 27 0

2 60 293

134

0 17

100 25 0 125 7 2

2 1 0 3 12 5

0

5

10

15

1～5日 6～10日 11～15日 16～20日 21～30日 31日以上

期間別一時保護件数

DV被害者 その他の者

（人）
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帰宅・帰郷 1 0 1

入院・施設入所 1 0 1

自　立 4 0 4

6

ウ　退寮後の行き先

ＤＶ被害者 その他の者 計

1

6

0

0

0

0

0

0

3

1

1

0

イ　年齢区分

0

0

3

1

0

計

0

ＤＶ被害者 その他の者

1

0

計

６０歳代以上

５０歳代

４０歳代

３０歳代

２０歳代

0１８～１９歳

１８歳未満

1

0

帰住先なし 0

0

計 6

②入寮者の状況

ア　入寮理由

入寮者数

夫等の暴力 6

その他 0

※うち1件は前年度の継続ケース

入寮者数

同伴児

入寮日数

6 0 6

10 0 10

187 187

　売春防止法に基づき設置された施設ですが，現在では，ＤＶ被害者や様々な状

況により社会生活を営む上で困難な問題を抱えている女性も保護の対象とし，短

期の入寮中に生活指導や職業・住居等の指導を通じて自立を支援しています。

(3) 婦人保護施設（しらぎく寮）

計ＤＶ被害者 その他の者

①入寮者数等

年度末在所 0 0 0

計 6 0 6
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申立書作成支援

裁判所から書面提出を求められた件数

1 3

3 2 1 6

0 0 0 0

79 0 0 38 1

　保護命令制度の利用について情報提供し，申立書の作成支援を行いました。

＊「申立書作成支援」は実件数（個別ケースの１回の申立につき１件）

＊法第２８条の２において準用する場合を含む。

③第６条による通報を受けた件数
中　央 26

計中　央 南　部 西　部

裁判所から更なる説明を求められた件数

2 0

西部 65 39 0 0 23 1 2

南部 234 183 0 0 48
電　話

合　計

0 0

37 0 0 11 0 2

2

面
　
　
接

中央 653 549 2 0 94 8

小計 501 386 1 0

南部 30 0 18 3

0

南部

西部

計

107

計 40 15 0 0 22

西部 7 3

計 952 771 2 0

来所

中央

南部

西部

計

272 17 4

中央 3 0

0

85 2 2

その
他

中央 3 0 0 0 0

0 0

1,157 3 0

加害者との関係
合　　計

157

50

134 0 0 23

1

122

3 0

1,453

9 0

461

910 752

254 2 0

326 0 0 89 6 0

200 1 0 51

4

165

0

配偶者
離婚済

生活の本拠を共にする

届出あり 届出なし 届出有無不明 交際相手 元交際相手

②保護命令関係

145 10

12 2

0

3

3 0

5

0 0

421

371

4

0

1

計 28

＊法第２８条の２において準用する場合を含む。

(4) 配偶者暴力相談支援センターにおける相談状況

①相談件数
　相談総数は1,453件で，うち電話相談が約65.5%となっています。

　「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律」に基づき，配偶

者等からの暴力被害を受けた方の相談に応じると共に，自立のための必要な支援

を行っています。

南　部 1

西　部

※被害者本人からの相談のみを計上

68



合　計

その他

電　話

来　所

⑤障がい者である被害者からの相談件数

0 0 12 3

中央

南部

西部

計

その他の
身体障が

い

視覚
障がい

聴覚・平
衡機能の
障がい

音声・
言語・

そしゃく機
能の

障がい

0 0 0 0

0 0 0 0 0

0

0

0 0 6 1

0

2

2

0

合　計

中央 5 0 0 0

計 48 33

肢体
不自由

合計

来　所

電　話

0

西部 12 2 0 0 0 10 0

0 2 3

南部 31 31

1

0 0 1

0

計 2 1 0 0 0 1 0

西部 1 0 0 0 0

南部 1 1

計 33 26 0

計 13 6 0

中央 3 0 0

南部 25 25 0

中央 0 0 0

西部 6 1 0

ﾏﾚｰｼｱ語中国語 英　語

中央 2 0 0

南部 5 5 0

0 0 0

西部 5 1 0 0 0 4

0 0 5

④日本語が十分に話せない被害者からの相談件数

0 0

3 0 0 0 0 0 0

12

3

0 0 0

1 1

合　　計
ﾌｨﾘﾋﾟﾝ地方語 ﾀｶﾞﾛｸﾞ語

その他

3

18

11 1 0 1 0

1 2 0 2 0 0 0

15 3 0 3 0 0 0

小計
知的・

精神障が
い

身　体　障　が　い

0 0 0 0

0 0 5 0

不　明

0 0

中央 146 142 4 0 0 0 1 3

西部 9 4 5 0 5 0 0 0

南部 0 0 0 0 0 0 0 0

中央 0 0 0 0 0 0 0 0

計 155 146 9 0 5 0 1 3

西部 0 0 0 0 0 0 0 0

南部 2 2 0 0 0 0 0 0

中央 158 153 5 0 1 0 1 3

計 2 2 0 0 0 0 0 0

西部 12 5 7 0 7 0 0 0

南部 5 5 0 0 0 0 0 0

計 175 163 12 0 8 0 1 3
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計 174

南部 23

西部 31

相談件数

中央 120

(5) 性暴力被害者支援センター（よりそいの樹とくしま）における相談状況

⑥交際相手からの暴力に関する相談件数
通報件数相談件数

中　　央

南　　部

計

17 2

8

計 2

注）「①相談件数」及び「⑥交際相手からの暴力に関する相談件数」にも該当する場合は重複計上とする。

※本県では，３か所の徳島県こども女性相談センターに加えて，鳴門市女性子ども支援センター，阿南市
配偶者暴力相談支援センターの計５施設が「配偶者暴力相談支援センター」として機能しています。

0

33 2

西　　部 8 0

南　部 0

西　部 0

注１）「相談件数」欄は，「①相談件数」に該当しない交際相手からの暴力に関する相談件数を計上する。

　 ２）「通報」欄は，「③第６条による通報を受けた件数」に該当しない通報件数を計上する。

⑦ストーカー行為等に関する相談件数
中　央 2

70



0 4 96

- -

ＤＶ被害者等支援
ネットワーク研修会

新規採用女性支援相談員等
研修

デートＤＶ予防啓発講座 0 4 0 4 0 78 0 78 阿南保健所庁舎

相談力向上研修 中央 3 43

中央 2

街頭啓発 イオンモール徳島１階UZUコート

参加者数実施 回数

中央 6 79

(7) 職員等研修の実施
　相談業務従事者の資質向上を図るため，職員等及び関係機関の相談業務従事者

を対象とした研修を実施し，支援の強化に努めています。

スーパービジョン研修会

R3.12.1

96 警察学校他0

-
県立海部病院・
市町村庁舎他

0

県内市町村等63機関に配布

- - - 脇町高等学校他

②ＤＶ被害者自立支援事業

デートＤＶ予防啓発
パネル展

0 0

ＤＶ防止啓発
パネル展

0 3 9 12 -

講師派遣 4 0

(6) 普及・啓発

①講師派遣等
　ＤＶ等の特性の理解，ＤＶ被害者への支援の向上のため，普及・啓発に取り組

んでいます。

回数 参加者数
場所

中央 南部 西部 計 中央 南部 西部 計

R3.11.15～R3.11.26 パネル展

3 3 -

　ＤＶへの理解を深め防止するための広報啓発を，徳島県女性保護協議会に委託

し，ＤＶ防止の普及啓発に努めています。

年月日 内容 場所等

R3.10月～R4.1月 啓発グッズの制作及び配布

県庁１階ふれあいセンター

美馬保健所研修施設
／オンライン

場所等

オンライン開催

オンライン開催

オンライン開催

西部 1 37

ＤＶ被害者等支援
ネットワーク研修会

ＤＶ被害者等支援
ネットワーク研修会

中央

南部

1 34

1 44

中央 2

徳島合同庁舎

阿南保健所庁舎

72

中央こども女性相談
センター他

15

ＤＶ問題研究会
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徳島県中央こども女性相談センター 徳島県南部こども女性相談センター
〒770-0942 〒774-0111　阿南市領家町野神319
徳島市昭和町５丁目５番地の１ （南部総合県民局保健福祉環境部　阿南庁舎内）

TEL（088）622-2205 TEL（0884）22-7130
FAX（088）622-0534 FAX（0884）22-6404

徳島市営バス　　津田，新浜方面行き 徳島バス　　　富岡バス停から20分

徳島バス　　　　小松島，阿南方面行き 徳島バス阿南　西路見前
徳島バス小松島市協定路線　小松島方面行き ＪＲ　　　　　　JR阿南駅から徒歩20分

ＪＲ　　　　　　　JR阿波富田駅から徒歩10分

タクシー 　　　　徳島駅から約10分（2.7km）

徳島県西部こども女性相談センター
〒777-0005　美馬市穴吹町穴吹字明連23
（西部総合県民局　美馬保健所庁舎内）

TEL（0883）53-3110
FAX（0883）53-9110

ＪＲ　　JR穴吹駅から徒歩8分

交通 交通

交通

セ

ブ

ン

イ

レ

ブ

ン

ザ・ビッグ

※小松島市営バスは，現在徳島バス小松島市協定路線となっています


